
Title フランス憲法史における条約と国内法（二）

Author(s) 深瀬, 忠一; FUKASE, T

Citation 北海道大學 法學會論集, 7(3-4), 23-55

Issue Date 1957-03-30

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/17051

Type departmental bulletin paper

File Information 7(3-4)_p23-55.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



(2) フランス憲法史における条約と園内法

y
-ブ
ン

ス
憲
法
史
に
お
け
る
条
約
と
国
内
法
(二)深

瀬

忠

目

次

序

(

[

一

}

〉

第
一
部
古
典
的
近
代
憲
法
思
惣
家
と
条
約
締
結
権
(
[
一
一
]
|
[
一
一
二
]
)

第
二
部
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
諸
憲
法
と
条
約
締
結
権
の
諸
問
題

序

(

[

一

四

]

)

第
一
章
共
和
制
的
類
型
の
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法
(
[
一
五

]l{一二一]〉

第
二
章
君
主
(
帝
・
権
威
〉
制
的
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法

第

一

節

共

和

一

O
年
統
領
制
憲
法
お
よ
び
共
和
二
一
年
帝
制
憲
法

[
三
二
]

|

l
そ
れ
ら
の
権
力
集
中
制
[
一
一
一
一
一
一

]
1
Iそ
れ
ら
の
条
約
締
結
権

第
二
節
一
八
一
四
年
お
よ
び
一
八
三
一

O
年
の
シ
ヤ
ル
ト

[一二四

]
l
iそ
れ
ら
の
権
力
協
同
制
[
三
五

]
1
lそ
れ
ら
の
条
約
締
結
権
雪
一
六

]111議
院
制
的
慣
行
の
進
化

[
三
七
]
-
|
1
条
約
締
結
権
の
実
際
山
議
院
に
よ
る
対
外
政
策
の
統
制
閣
議
院
の
財
政
権
限
に
ふ
れ
る
条
約

側
国
内
法
を
変
更
す
る
条
約
凶
領
土
の
変
更
を
伴
う
条
約
問
条
約
締
結
権
に
対
す
る
事
実
的
影
響

[
三
八

]
1
1両
シ
ヤ
ル
ト
の
下
に
お
け
る
条
約
締
結
権
の
意
義

一
八
五
二
年
憲
法

(
以
上
七
巻
一
一
号
〉
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[四
O
]
l
!ー
そ
の
条
約
締
結
権

百
二
|
|
一
八
五
三
年
憲
法
に
お
け
る
条
約

[
一
ニ
九
]
ー
ー
そ
の
権
力
集
中
制

締
結
権
の
意
義

第
四
節
一
九
四

O
年
憲
法
律

{
四
一
一
]
ー
ー
そ
の
権
力
集
中
制
[
四
一
二
]
ー
ー
そ
の
条
約
締
結
権
の
規
定
と
実
際

第
三
章
折
表
的
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法
ハ
{
四
四

]l[六
O
]
)

第
三
一
部
条
約
の
国
内
的
効
力
の
諮
問
題
(
[
六
一

]
l
[七
六
]
)

第
四
部
第
四
共
和
制
憲
法
に
お
け
る
条
約
と
園
内
法
(
[
七
七

]l[八
九
]
)

結

び

(

[

九

O
]
)
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(
以
上
本
号
)

第
二
一
年

君
主
(
帝
・
権
威
)
制
的
条
約
締
結
権
を
有
す
る
諸
志
法

第

共
和
一

O
年
熱
月

(
F
R
B広
。
円
)
一
六
日
(
一
入

O
二
年
八
月
四
日
)

の
元
老
院
令
お
よ
び
共
和
一
二
年
花
月
(
由
。
芯
包
)
二
八
日
(
一
入

O

四
年
五
月
一
八
日
)
の
元
老
院
令
と
条
約
締
結
権

節

{
-
-
=
=
ー
ー
ー
そ
れ
ら
の
権
力
集
中
制

帝
国
の
蔚
芽
は
既
に
共
和
八
年
憲
法
に
あ
っ
た
が
、

ナ
ポ
レ
オ
シ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
っ
て
手
な
づ
け
ら
れ
た
元
老

そ
の
変
遷
は
、

院

(ω
合
主
)
の
発
す
る
一
連
の
元
老
院
令
に
よ
っ
て
平
和
的
に
、

わ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
一
口

共
和
一

O
年
熱
月
の
元
老
院
令
は
選
挙
制
度
を
改
め
て
租
々
の
制
限
を
課

U
v
政
府
の
影
響
力
を
増
加
す
る
と
と
も
に
、
統
領
を
終
身

ポ
ナ
パ
ル
ト
を
第
一
統
領
と
し
て
そ
の
権
力
を
増
大
せ
し
め
た
。

し
か
し
本
町
的
に
は
ポ
ナ
パ
ル
ト
の
諸
小
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
行
な

制
と
し
(
三
九
条
)
、



又
一
方
立
古
諸
会
議
(
吋
ユ

σgm広
場
。
。
召
三
位
一
色
丘
一
時
)
の
権
限
を
縮
減
し
、
他
方
元
老
院
の
構
成
に
対
す
る
第
一
統
領
の
影
響
力
を
決

定
的
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
権
限
を
増
大
し
て
そ
の
性
格
を
共
和
八
年
憲
法
の
そ
れ
と
全
く
変
え
、
政
府
の
附
属
物
ま
た
は
依
拠
点
た

ら
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
第
一
統
領
の
完
全
な
手
中
に

O
}ロ
自
己
匂
ユ
芯
を
置
き
、
元
老
院
令
案
に
つ
い
て
討
議
し
、
条
約
の

批
准
に
対
す
る
意
見
を
ち
ょ
う
し
た
。

か
く
し
て
、

第
一
統
領
た
る
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
唯
一
の
実
効
力
あ
る
権
威
と
な
り

《
君
主
の
諸

権
力

V
を
集
中
的
に
所
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
ゆ
め
る
。

(2) 

仙
ト
『
-
F
E同
品
吋
江
宵
問
、
沼
田
口

S
T抽出品
g
g
n
oロ
g
Z
5
5ロロ昂
Y

H

ま
4
・ち
-
H
白血・

凶
共
和
八
年
憲
法
に
お
け
る
よ
う
に
、
結
局
単
な
る
提
示
の
目
的
巻
も
っ
て
す
る
選
挙
人
の
選
挙
に
帰
す
る
。
住
民
五
千
以
上
の
市
町
村
議
員
の
み
が
、

直
接
に
選
ば
れ
る
。
更
に
、
二
五
条
に
よ
っ
て
、
制
限
選
挙
制
が
あ
ら
わ
れ
た
い
え
る
。
吋
芯
S
F
司
広
口
町
田
品
目
号
。
宗

gロ
注
目
吉
氏
。
ロ
ロ
己
・

5a-HM-HN∞・

同
第
一
統
領
は
、
彼
の
提
案
に
も
と
づ
き
元
老
院
に
よ
っ
て
同
僚
を
任
命
し
ハ
四

O
条
)
、
そ
の
臨
時
の
後
継
者
を
任
命
し
ハ
回
二
条
)
、
平
和
・
同
盟
条

約
を
批
准
し
ハ
五
八
条
〉
、
恩
赦
権
を
有
す
る
(
八
六
条
)
。

凶
共
和
八
年
憲
法
に
お
け
る

C
O
G
-
b間
一
己
主
目
の
毎
年
四
箇
月
の
会
期
は
廃
せ
ら
れ
、
政
府
が
召
集
し
延
期
し
停
会
す
る
ハ
七
五
条
)
。
一
八

O
三
年
一

ご
年
二

O
日
の
元
老
院
令
は
第
一
統
領
か
の
ミ
宮
芯
也
田
】
担
け
は
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
候
補
者
中
か
ら
そ
の
議
長
と
会
計
長
と
を
任
命
す
る
こ
と
と
し
た
。

共
和
二
二
年
に
は
4
江
V
G
口
三
の
定
員
は
五

O
人
に
減
少
さ
れ
、
三
年
毎
に
半
数
が
更
新
さ
れ
る
こ
と
と
沿
っ
た
(
七
六
条
河
そ
し
て
両
者
と
も
同
時

に
ま
た
は
別
々
に
政
府
の
提
案
に
も
と
-
つ
い
て
元
老
院
が
解
散
し
う
る
と
し
た
(
五
五
条
・
五
号
、
七
七
条
v
。

印
補
欠
選
挙
の
候
補
者
の
提
示
は
、
選
挙
会
げ
い
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
名
答
に
も
と
ず
き
第
一
統
領
が
な
す
ハ
六
一
条
〉
。
第
一
統
領
は
、
選
挙
会
の
提
示

な
し
に
、
元
老
院
議
員
を
任
命
し
え
、
元
老
院
の
多
数
を
確
保
し
う
る
よ
う
に
な
る
(
六
一
二
条
)
。
元
老
院
議
員
は
統
領
に
も
大
臣
に
も
レ
フ
ォ
ン
ド
ン

ヌ
l
ル
の
メ
ン
バ
ー
に
も
、
臨
時
に
任
命
さ
れ
う
る
(
六
四
条
)

C

制
五
四
条
、
五
五
条
ぞ
み
よ
。
乙
の
元
老
院
令
が
審
議
さ
れ
う
る
の
は
、
政
府
の
発
議
に
も
と
ず
い
て
の
み
で
あ
る
。
代
故
に
政
府
は
、
元
老
院
が
委
任

さ
れ
た
多
く
の
権
力
を
、
政
府
が
そ
れ
ぞ
欲
す
る
場
合
に
の
み
行
使
す
る
で
ゐ
ろ
う
こ
と
を
保
障
さ
れ
て
い
た
》
o

F
え

2
江

pgM
冨
REo---
回以・お∞・

仰
統
領
、
二
人
の
大
臣
、
二
人
の
元
老
院
議
員
、
ご
人
の

S
ロ回目

E
2
q回
S
け
お
よ
び
二
人
の
レ
ジ
オ
ン
ド
ン
ヌ
l
ル
の
メ
ン
バ
ー
が
、
各
会
議
毎
に

第
一
統
領
に
よ
り
指
名
せ
ら
れ
る
。

- 25ー

フランス憲法史における条約と国内法



説

共
和
一
二
年
花
月
の
元
老
院
令
も
、
共
和
八
年
憲
法
を
帝
制
に
適
応
せ
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
優
に
新
志
法
の
名
に
値

論

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ト
ノ
ボ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
を
世
襲
制
の
皇
帝
と
し
こ
第
二
条
、
二
筒
)
、

れ
た
も
の
に
と
ど
町

(
E
Z
E骨
は
一
八

O
七
年
八
月
一
九
日
の
元
老
院
令
に
よ
り

9
4国
広
岡
山
氏
目
立
叫
に
吸
収
さ
れ
廃
止
さ
れ
る
に
至
る
)
、
元
老
院
の

政
府
機
関
と
し
て
の
性
格
を
一
層
強
化
し
、
そ
の
権
限
を
安
ん
じ
て
増
大
し
、
か
く
し
て
、
《
も
は
や
、
そ
の
馴
致
性
が
確
保
さ
れ
て
い

ハ
H
一
)

る
元
老
院
の
存
在
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
仮
装
さ
れ
て
い
る
皇
帝
の
個
人
的
権
力
の
み
し
か
残
ら
な
く
な
っ
た
》
の
で
あ
る
。

立
法
諸
会
議
の
権
限
を
局
限
さ

- 26ー

し
か
し
な
が
ら
皇
帝
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
皇
帝
で
あ
り
ハ
二
条
〉
、
な
お
国
民
主
権
の
観
念
は
維
持
せ
ら
れ
、
皇
帝
の
資
格
は
《
大
衆
に
と

っ
て
は
国
民
主
権
の
広
汎
な
委
任
を
意
味
す
る
》
も
の
と
さ
れ
、
共
和
一
二
年
元
老
院
令
は
人
民
の
プ
レ
ピ

ν
ッ
ト
に
ふ
さ
れ
、
承
認
さ

れ
た
。
人
或
は
こ
れ
を

ν
l
ず

l
的
独
裁
制
と
呼
ぶ
が
、

こ
の
観
念
的
な
国
民
主
権
お
よ
び
直
接
参
政
が
、
制
度
の
実
際
に
お
い
て
い
か

に
無
怠
昧
な
も
の
に
帰
し
た
か

人
民
の
政
府
に
対
す
る
民
主
的
コ
シ
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
が
い
か
に
排
除
さ
れ
て
い
た
か
は
明
か
で
あ

る。
問
。
。
品
目

-bm25広
岡
は
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
迎
合
し
た
の
で
若
干
の
報
酬
を
え
た
と
さ
れ
る
。
時
江
ぴ
ロ
ロ
巴
は
ボ
ナ
バ
ル
ト
の
相
変
ら
ず
の
不
興
を
買
い
、

そ
の
任
務
は
い
よ
い
よ
減
少
し
、
三
つ
の
部
に
分
割
せ
ら
れ
、
合
同
会
議
に
よ
っ
て
法
律
案
に
つ
き
討
議
し
た
と
と
は
な
く
、
政
治
的
議
会
と
し
て
の
性

質
を
喪
失
し
、
単
な
る
の
。
司
刷
嵐
広
包
己
主
民
の
委
員
会
に
な
り
下
っ
て
し
ま
っ
た
Q

し
か
し
の
。
司
匂
田
広
岡
山
田
}
目
付
戸
内
は
、
実
際
上
殆
ん
ど
召
集
さ
れ
な
か

っ
た
o

別・

E
E
C
-
開

-bg由
回
仲
田
島
田
島
司
門
含
ロ

ogazzoロロ由
Y
H
u
g
-
同

)-MS-

仙
川
《
そ
の
構
成
に
よ
っ
て
皇
帝
ば
完
全
に
元
老
院
を
掌
握
し
た
。
皇
帝
は
元
老
院
に
お
い
て
彼
の
意
志
に
対
す
る
承
認
を
常
に
見
出
す
ζ

と
を
保
障
さ
れ

て
い
た
。
》
そ
の
構
成
方
法
に
つ
い
て
は
五
七
条
ぞ
み
よ
。
皇
帝
は
自
由
に
、
数
の
制
限
な
く
元
老
議
員
を
任
命
し
う
る
。
ま
た
元
老
員
は
皇
帝
よ
り
任
命

さ
れ
た
議
長
に
よ
り
、
皇
帝
の
命
令
に
基
づ
い
て
召
集
さ
れ
る
(
五
八
条
、
五
九
条
)
。

同
共
和
八
年
憲
法
に
お
け
る
が
ご
と
と
違
憲
性
の
審
査
を
な
す
乙
と
ば
勿
論
、
皇
位
の
諸
特
権
お
よ
び
元
老
院
の
そ
れ
に
侭
触
す
る
の
ミ
宮
広
弘
己
主
民

の
議
決
し
た
一
切
の
デ
ク
レ
は
、
元
老
院
に
よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
る
等
。



回
目
与
え

2
E
P
5・
沼

田

口

g
f
匂

-
E∞・

同

附

口

広

-MMRMM円
bHOグ
司
尽
ロ
山
田
.
、
句

-H8・

同
州
ぐ
邑
冊
目
・
。
。
g-田
島

田

島

司

o
x
g
E
t
z
a
S
E
-
-
H
U目
Miss-
匂

-MHa・
代
逆
理
的
な
こ
と
に
は
、
幾
年
以
来
、
は
じ
め
て
国
の
深
刻
な
願
望
と
な
る

で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
に
似
た
政
体
を
も
と
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
政
体
は
、
君
主
制
で
も
真
の
共
和
制
で
も
な
く
シ
1
ザ
的
独
裁
制
で
あ
っ

，』。。

み
j

、、

[
三
三
]
|
|
そ
れ
ら
の
条
約
締
結
権

共
和
一

O
年
熱
月
一
六
日
の
元
老
院
令
五
八
条
は
、
《
第
一
統
領
は
平
和
お
よ
び
同
盟
条
約
を
の
。
ロ
自
己
胃

zb
の
意
見
を
ち
ょ
う
し

た
後
批
准
す
る
。
そ
れ
ら
を
公
布
す
る
前
に
、
彼
は
そ
れ
に
づ
き
元
老
院
に
通
知
す
る
し
》
と
規
定
し
た
。

(2) 

は
い
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
は
第
一
統
領
の
考
慮
の
対
象
に
さ
え

ハ1
u

そ
れ
を
特
に
諸
立
法
会
議
の
複
雑
な
手
続
に
服
せ
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
共
和
入
年
憲
法
に
お
け
る
が
ご
と
く
に
、
通
商
条
約
を
列
記
し
て
は
い
な
い
が
、

フランス憲法史における条約と国内法

ま
た
の
。
ロ
自
己
七
円
山
芯
は
単
な
る
諮
問
機
関
に
す
ぎ
ず
、
第
一
統
領
を
拘
束
す
る
決
定
を
な
す
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
構
成
員
は
第
一

統
領
が
会
議
毎
に
指
名
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
意
志
に
対
す
る
反
抗
す
ら
起
り
え
よ
う
は
ず
は
な
い
。

ま
た
元
老
院
に
対
す
る
通

知
は
、

そ
の
コ
シ
ト
ロ
ー
ル
を
求
め
る
為
で
は
な
く
て
、
単
に
登
録
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

か
く
し
て
第
一
統
領
は
一
切
の
外
交
条
約
の
締
結
(
商
議
・
批
准
)
を
単
独
で
な
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
上
の
い
か
な
る
制
限
も

課
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

共
和
一
二
年
花
月
二
八
日
の
元
老
院
令
五
三
条
は
、

上
述
の
第
一
統
領
の
有
し
た
全
能
に
制
約
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
す
な

わ
ち
皇
帝
の
宣
誓
文
は
い
《
私
は
共
和
国
の
領
土
の
全
一
一
性

(ZgmH-EV)
を
維
持
し
:
・
;
・
法
律
に
基
づ
く
こ
と
な
し
に
い
か
な
る
租
税
の

-'27ー

(1) 

円、.冨

-
s
g
u
F四
国
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g
u
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m
g
g
s
s
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o
g
g
H
品
目
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説

増
額
も
そ
の
創
設
も
し
な
い
:
:
:
こ
と
を
誓
う
》
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
皇
帝
に
領
土
を
割
譲
す
る
条
約
の
締
結
の
権
限
を
否
定

- fJ8ー

す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
国
家
財
政
に
れ
加
を
訴
す
る
条
約

ω執
行
に
法
律
に
基
づ
く
を
要
す
る
と
い
う
法
律
的
な
拘
束
を
課
し
た
も
の

論

で
あ
ろ
う
か
。

ロ

νヤ
皇
帝
お
よ
び
プ
ロ

ν
?凪
王
の
パ
リ
侵
入
の
直
後
、
了
八
一
四
年
四
月
三
日
に
い
た
り
、
元
老
院
の
デ
ク
レ
は
、

ナ
ボ
レ
オ

γ
・

ポ
ナ
バ
ル
ト
の
廃
位
を
宣
言
し
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

F

」
の
憲
法
五
三
条
の
州
制
定
す
る
明
示
の
白
日
誓
内
容
に
違
反
し
て
、
法
律
に
基

ま
ず
第
一
に
挙
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
こ
の
宣
誓
内
容
が
憲
法
上
法
律
的
拘

づ
か
ず
し
て
租
税
を
増
額
し
創
設
し
た
こ
と
を
、

束
力
を
も
っ
て
い
た
と
解
し
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
敗
戦
後
、
敵
国
軍
の
侵
入
後
そ
の
威
力
下
に
、

よ
う
や
く
そ
う
い
う
宣
言

を
な
し
え
た
の
だ
と
い
う
特
殊
な
事
情
に
注
意
を
は
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
そ
の
時
ま
で
は
、
元
老
院
は
志
法
の
詩
人
だ

っ
た
と
し
て
も
、
皇
帝
の
特
権
(
之
の
意
川
む
の
超
憲
法
的
効
力
/
)
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
条
約
で
あ
る
以
上
、
そ
の
執
行
に
立
法
的
諸
会
議

の
干
渉
を
要
す
る
と
断
ず
る
だ
け
の
力
は
、
法
律
的
に
も
事
実
的
に
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
宣
誓
は
皇

帝
白
か
ら
を
拘
束
す
る
意
味
の
み
を
も
っ
た
の
で
あ
る
し
、
元
老
院
は
そ
も
そ
も
皇
帝
(
政
府
)
の
機
関
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

向

共

和

一

O
年
元
老
院
令
四
四
条

ω宣
誓
文
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
保
障
は
見
出
さ
れ
江
い
。

同
巴
ロ
曾
比
?
冨

OE回
目
由
ロ
回
。
ロ
ロ

Ra-
∞
2
-
F
H
L
冊目

S
E
a
-
z
t。
ロ
田
巾
け
円
四
国
匂
江
口
ロ
ザ
hLm回
目
。
町
田
旬
。
ロ
江
門
出
回
冊
目
品
。

-E
司司自己ロ骨肉凶冊目】己目白

H
4∞申・

同V
E
『戸田、回目出回
M
・同}匂
-
M
∞由・阿国。・

川
間
代
皇
帝
は
輝
か
し
い
供
奉
に
と
も
な
わ
れ
、
国
の
あ
ら
ゆ
る
大
団
体
の
メ
ン
バ
ー
、
大
司
教
・
司
教
、
選
挙
会
議
長
、
フ
ラ
ン
ス
の
霊
要
な
一
ニ
六
都
市
の
市

長
の
列
席
す
る
教
会
に
お
い
て
宣
誓
を
な
し
た
。
全
フ
ラ
ン
ス
は
そ
の
約
束
を
受
入
れ
た
。
彼
が
読
ん
だ
八
項
目
は
、
国
家
を
彼
の
誤
謬
や
彼
の
慨
怠
ゃ
、

彼
の
権
力
濫
用
ゃ
、
彼
の
専
制
か
ら
防
衛
す
る
に
ち
が
い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
た
》
。
冨
m
w
H
M

ユロ由

U
g
gロ門町
gu
同
町
田
件
。
可
申
ロ
。
ロ
注
目
け

ga。
ロ
ロ
冊
目
戸
四
島
由
宮

司
自
ロ

g
a由
民
∞
U

P

H

∞4
0
・仲
-
H
W
H
自
国
・
匂
・
町
田
4
・
乙
こ
で
宣
誓
が
皇
帝
の
政
治
的
示
威
で
あ
っ
て
も
、
拙
慨
に
対
す
る
法
律
的
な
拘
束
を
課
す
る
も
の
で

な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。



第

二

節

一
入
一
四
年
六
月
四
日
の

νャ
ル
ト
お
よ
び
一
八
三

O
年

八
月
一
四
日
の
シ
ャ
ル
ト
と
条
約
締
結
権

[
三
回
]
|
|
そ
れ
ら
の
権
力
協
同
制

一
入
一
四
年

νャ
ル
ト
は
、
君
主
主
(
神
)
権
を
宣
言
し
た
が
(
前
文
)
、
制
限
選
挙
に
も
と
づ
く
代
表
制
を
採
用
し
、

ス
国
王
と
立
法

府
と
の
権
力
の
協
同
に
よ
る
政
治
制
度
を
設
立
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
制
限
君
主
制
で
あ
り
、
《
権
力
が
国
王
と
寡
一
政
制
に
分
割

さ
れ
て
い
て
い
る
二
頭
政
治
五
百
円
町
小
)
》
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
か
。

こ
の

V
ャ
ル
ト
の
第
一
原
理
の
反
動
的
性
格
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
国
王
は
強
力
な
政
治
権
力
を
留
保
し
、
民
族
院
を
も
っ
て
立
法

府
の
立
法
権
を
分
割
し
、
代
議
院
に
対
し
て
優
位
を
確
保
す
る
手
段
を
保
持
し
て
居
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

(2) 

川
人
民
の
直
接
参
政
権
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
後
述
す
る
請
願
権
が
直
接
参
政
の
《
安
全
弁
》
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

ω
a
-
p
b
Zゲ
司
芯
ロ
山
田
・
買
y

凶器
A
H
白由・

同
州
《
国
王
は
最
後
的
な
決
定
権
を
保
持
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
能
動
的
要
素
お
よ
び
組
織
の
推
進
者
の
役
割
り
を
演
ず
る
。
国
王
は
両
議
院
に
対

し
て
発
案
権
と
裁
可
権
を
持
つ

l
彼
は
法
律
を
創
造
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
の
み
が
そ
れ
を
提
案
し
、
執
行
可
能
な
ら
し
め
る
か
ら
。
同
王
は
大
屈
に

対
し
て
発
案
権
と
裁
可
権
を
有
す
る
|
彼
が
そ
の
協
力
者
を
選
定
し
、
彼
が
大
臣
の
行
為
に
承
認
を
与
え
、
ま
た
痘
否
し
、
彼
が
大
臣
を
転
務
に
あ
ら
し

め
、
或
は
寵
免
す
る
。
国
王
は
選
挙
人
団
に
対
し
て
発
議
権
と
裁
可
権
を
持
つ
|
彼
が
選
挙
会
を
召
集
し
、
且
つ
、
彼
に
気
に
入
ら
な
く
な
っ
た
議
院
を

解
散
す
る
o
M

句円

b
g
y
同
V
司

bou-
匂
-
M

∞∞
i
H
白由・

同
貴
族
院
が
英
国
型
で
ゐ
る
こ
と
は
争
え
な
い
。
ご
七
条
《
フ
ラ
ン
ス
貴
族
の
任
命
は
国
王
の
権
限
で
あ
る
。
彼
等
の
数
は
無
制
限
で
あ
る
:
・
:
》
一
二

O

条

l
皇
族
お
よ
び
王
族
は
出
生
に
よ
っ
て
貴
族
で
あ
り
、
二
五
歳
に
な
れ
ば
議
決
権
を
有
す
る
。
そ
の
構
成
か
ら
い
っ
て
、
代
議
院
に
比
し
て
同
壬
の
掌

握
が
容
易
で
あ
る
と
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
王
党
派
は
、
国
王
が
代
議
院
を
支
閉
す
る
依
拠
点
と
な
る
ζ

と
を
貴
族
院
に
期
待
し
、
自
由
派
は
君
主
制
の

制
限
的
役
割
を
期
待
し
た
。
し
か
し
事
実
上
は
、
全
体
と
し
て
そ
れ
は
内
民
主
制
》
に
対
す
る
対
抗
の
制
度
で
も
、
自
由
な
制
度
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
無
の
制
度
(
日
同

Mass-。
ロ
ロ
己
主
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
句
但
己
切
回
国
巴
晶
、

F
S
Z注目
g
z
o
g角田
o
g
g
oロ
但
『
口
広
四
宮
H
-
0
5
0
ロ
仲
田
町
田
同
門
田
ロ
明
白

Fmo
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(
同
白
血
l

お
お
)-MV由
民
♂
民
間
ロ
口
市
ロ

ω
-
S
M
J
H
U
E
-
2
M・
B-
出
品
戸
間
島
町
噂
悶
巴
・
口
問
。
。
】
宮
内
町

2
・
同
町
田
件
。
可
0
・w

伸
二
回
・
旬
開
】
・
ロ
4
・
ロ
∞
・

同
代
彼
女
(
代
議
院
)
は
王
令
に
よ
り
、
会
期
に
の
み
集
会
す
る
。
彼
女
は
解
散
さ
れ
停
会
さ
れ
う
る
。
彼
女
の
行
動
様
式
は
充
分
に
鈍
重
で
あ
る
。
特

に
国
王
に
対
す
る
上
奏
の
年
々
の
一
議
決
は
、
終
り
を
知
ら
ぬ
議
論
を
ま
き
お
こ
す
が
、
現
実
的
な
、
き
め
手
(
田
恒
ロ
丘
町
O
口
広
。

--o)
は
な
い
:
:
:
》

HV芯芯廿・

市立山口山田・・

M
Y
]
戸品目・

- 30ー

論

し
か
も
こ
の
唯
一
の
民
選
議
会
た
る
代
議
院
で
す
ら
、
高
度
の
制
限
選
挙
制
の
狭
い
基
盤
の
上
に
立
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
国
王
と
立
法
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

行
・
立
法
両
権
の
協
同
を
仕
く
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

νャ
ル
ト
は
権
力
分
立
制
の
適
用
を
宣
言
し
て
は
い
な
い
。

む
し
ろ
上
述
し
た
よ
う
に
執

と
立
法
府
が
協
同
し
な
け
れ
ば
機
能
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、

そ
れ
が
同
一
の
機
関
に
立
法
権
・
執
行
権
を
累
積
せ
ず
、
立
法
権
は
国
王

モ
シ
テ
ス
キ
ナ
l

の
教
義
(
い
わ
ゆ
る
権
力
分
立
制
)
と
合
致
す
る
|
|

少
な
く
と
も
そ
の
ゆ
る
や
か
な
適
用
が
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

レ
ャ
ル
ト
は
議
院
制
を
何
ら
予
定
し
て
は
い
な
い
。

ハ9JV

意
味
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
議
院
制
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
慣
行
が
リ
V

ャ
ル
ト
を
補
充
し
、
若
し
く
は
む
し
ろ
変
更
す
る
事
に
よ
っ

一
三
条
の
規
定
す
る
大
臣
の
責
任
は
専
ら
刑
事
的
な
も
の
で
あ
り
、
政
治
責
任
を

て
成
立
し
た
。

し
か
し
な
が
ら

そ
の
慣
行
の
発
達
に
役
立
つ
若
干
の
規
定
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
争
え
な
い
。
即
ち
国
王
の
不
可
侵
性

を
立
言
し
た
こ
と
に
よ
り
元
首
の
無
責
任
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

そ
れ
は
大
臣
の
政
治
責
任
が
確
立
さ
れ
る
為
の
必
要
な
条
件
だ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
大
臣
と
立
法
府
の
議
員
の
兼
職
の
可
能
性
を
認
め
ハ
五
四
条
文

大
臣
の
議
院
へ
の
出
席
権
(
五
四
条
)
お
よ
び
発
言
権

を
認
め
(
五
四
条
)
、

国
主
に
代
議
院
の
解
散
権
を
与
え
た
(
五
O
条
)
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
八
三

O
年
の

νャ
ル
ト
は
じ
月
革
命
の
結
果
と
し
て

一
八
一
四
年
の
リ
V

ャ
ル
ト
の
第
一
原
理
た
る
君
主
主
(
神
)
権
を
宣
明
す
る

前
文
を
廃
止
し
、
国
民
と
国
玉
三
の
意
志
の
合
致
に
よ
っ
て
成
立
し
た
所
謂
協
約
憲
法
で
あ
る
。

む
し
ろ
そ
れ
は
国
民
主
権
に
基
づ
く
君



(2) フランス憲法史における条約と国内法

主
制
、
す
な
わ
ち
革
命
的
君
主
制
へ
の
復
帰
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
基
本
精
神
の
転
換
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
制
度
と
し
て

は

一
入
一
四
年
の
リ
V

ヤ
ル
ト
の
そ
れ
が
、
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

的
な
制
度
の
進
行
の
あ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

加
え
ら
れ
た
若
干
の
修
正
に
は
、
民
主

一
八
一
四
年

νャ
ル
ト
に
お
け
る
制
限
選
挙
制
の
緩
和
、
立
法
府
が

大
臣
の
責
任
の
追
求
の
無
限
定
性
(
四
七
条
文

新
た
に
法
律
の
発
議
権
を
国
王
と
共
有
す
る
に
至
っ
た
こ
と
(
一
五
条
〉
、

国
王
の
緊
急
命

令
制
定
権
の
は
く
奪
(
一
一
一
一
条
)
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

川
刷
《
制
限
代
表
制
可
申
官
一
恥
窓
口

S
己
ロ
ロ
ロ
団
ロ
回
目
宮
山
円
。
)
は
:
・
、
よ
り
正
確
に
は
そ
れ
は
金
銭
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
富
豪
政
治

(10♀
0
2注
目
。
)

を
設
立
し
た
の
だ
し
W
H
V

芯

-2・M
V

芯ロ山田
4

匂
-E0・=一
O
歳
以
上
の
男
子
で
一
二

0
0
フ
ラ
ン
以
上
の
直
接
税
を
納
め
て
い
な
け
れ
ば
選
挙
人
に
な
れ
な
か
っ

た
ハ
四

O
条
三
そ
し
て
更
に
選
挙
人
数
ぞ
減
少
さ
せ
る
為
に
、
減
税
と
い
う
手
段
に
訴
え
、
一
八
一
七
年
に
は
一
一
万
だ
っ
た
の
を
一
八
一
二

O
年
に
は

八
万
八
千
人
に
減
少
せ
し
め
た
。
豆
島
匂

-
E
T
u
g
-自
身

g
(呂
田

g
-
5
8
5
t
g江。ロ
E
E骨
骨
冨
岡

g回
目

P

け
戸
匂

-
S臼
)
は
《
超
制
限
的
知

(回日ロ

S
曲
目
付
曲
目
円
四
)
性
格
と
仔
ん
で
い
る
。
一
八
ご

O
年
六
月
二
九
日
の
法
律
は
、
所
謂
二
重
投
票
に
よ
り
更
に
事
態
を
悪
化
し
た
。
(
句
芯
S

F

H

V

芯ロ山田・・

匂
-
E
g。
但
し
、
一
七
九
一
年
憲
法
の
国
民
主
権
の
帰
結
が
、
第
二
次
選
挙
人
を
五
万
に
し
ぼ
っ
た
の
と
比
較
し
て
興
味
深
い
。

M
W

《
立
法
権
は
国
王
と
貴
族
院
と
県
選
出
議
院
と
に
よ
り
集
合
的

(g-za-405品
目
立
に
行
使
さ
れ
る
》
ハ
一
五
条
)
。

問
《
良
き
に
せ
よ
、
惑
し
き
に
せ
よ
、
モ
ン
テ
キ
キ
ュ
ー
が
イ
ギ
リ
ス
の
君
主
制
に
つ
い
て
既

κ説
明
し
た
よ
う
に
、

ζ

れ
ら
の
諸
権
力
を
一
致
し
て
進

ま
し
め
な
け
ば
な
ら
な
か
っ
た
》
句
『
色
0
4
F

句
史
w

白山田・匂
-
H
晶一H
・

《
ル
イ
一
八
世
の
シ
ヤ
ル
ト
・
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
シ
オ
ヰ
ル
は
、
事
実
に
お
い
て
は
権
力
分
立
制
の
上
に
、
理
論
に
お
い
て
は
権
力
分
立
制
の
否
定
の
上

に
設
立
せ
ら
れ
て
い
る
。
》
。

2-
』
・
同
司
目
白
血
ユ
ロ

y
。
ou注
目
け
口
氏
。
ロ
包
肉

040358-け胆ロ島品。一一
5
0
5ロu
コ
区
間
。
・
匂
-
H
∞。・

川町

H
L
弘
常
己
中
『
m-
冨
自
己
申
]
-
w
M
V
H
4
閉
山
《
ζ

の
シ
ヤ
ル
ト
は
決
し
て
イ
ギ
リ
ス
流
の
議
院
内
閣
制
的
な
君
主
制
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
旧
ド

イ
ツ
流
の
制
限
君
主
制
を
定
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

d
宮
沢
俊
義
、
議
院
内
閣
制
の
イ
ギ
リ
ス
型
と
フ
ラ
ン
ス
型
、
比
較
法
雑
誌
一
巻
一
号
ハ
一
九

五
一
)
一

O
八
頁
。

川
阿
国
ν
芯
-oy
】

V

同
恥
白
山
田
・
胃
》
・
同
町
田
1

回
目
白
・
但
し
《
権
力
分
立
制
は
斥
け
ら
れ
る
。
政
治
的
霊
感
は
ア
メ
リ
カ
的
で
な
く
・
:
イ
ギ
リ
ス
的
で
あ
る
。
権
力
を
協

同
さ
せ
、
ま
た
そ
こ
に
含
ま
れ
た
二
元
的
議
会
主
義
の
端
緒
を
発
展
さ
せ
る
と
と
に
よ
り
、
第
一
の
シ
ヤ
ル
ト
の
線
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
》
と
さ
れ
る
。

- 31ー



説

同
選
挙
資
格
年
令
が
ご
五
歳
に
下
げ
ら
れ
た
(
三
四
条
)
。
そ
の
他
の
条
件
は
法
律
に
ゆ
ず
ら
れ
た
ハ
一
二
四
条
、
六
九
条
〉
が
、
一
八
一
一
一
一
年
四
月
一
八
日

の
法
律
は
、
二
重
投
票
を
廃
止
し
、
納
税
資
格
を
ご

0
0
フ
ラ
ン
に
下
げ
、
そ
の
他
若
干
の
者
に
は
、
半
額
で
足
り
る
と
し
た
。

間
一
八
一
四
年
ν
ヤ
ル
ト
で
は
内
叛
逆
若
し
く
は
演
取
の
事
実
の
故
で
な
け
れ
ば
、
弾
劾
さ
れ
え
な
い
》
(
五
六
条
)
と
限
定
し
て
い
た
が
、
削
除
さ
れ
た
。

- 32-

論

[
三
五
]
l
lそ
れ
ら
の
条
約
締
結
権

一
八
一
四
年
の

V
ャ
ル
ト
の
一
四
条
は
規
定
す
る
い
《
国
£
一
は
国
の
最
高
の
元
首
で
φ

め
る
。
彼
は
;
・
平
和
・
同
盟
お
よ
び
通
尚
条
約
を

締
結
す
る
》
と
Q

レ
ャ
ル
ト
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
条
約
の
問
題
は
い
か
な
る
議
論
の
対
象
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
国
王
が
一
切
の
条
約
に
つ
い
て

(
平
和
・
同
提
・
通
商
条
約
は
最
も
重
要
r

な
類
型
の
条
約
の
例
示
に
す
ぎ
な
い
)
、
決
定
的
か
つ
専
属
的
に
、
商
議
と
批
准
と
を
合
め
た
締

結
権
を
所
有
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
ら
の
疑
も
さ
し
は
さ
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
、

V
ャ
ル
ト
は
そ
の

一
五
条
に
お
い
て
、
法
律
の
制
定
は
因
企
土
と
両
議
院
と
の
協
同
に
よ
っ
て
な
さ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
、

そ
の
四
八
条
に
お
い
て
、

し、

カミ

な
る
租
税
も
両
院
の
同
志
と
国
ヱ
の
裁
司
な
く
し
て
は
創
設
し
徴
収
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
Q

し
た
が
っ
て
、
国
王
の
締
結

し
た
条
約
の
執
行
が
国
内
法
の
変
更
、
新
た
な
る
租
税
の
設
定
や
徴
収
を
惹
起
す
る
場
合
に
は
、
両
院
の
協
同
が
憲
法
上
要
求
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
起
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
慣
行
が
解
決
し
て
い
っ
た
。

一
八
三

O
年
の
ジ
ャ
ル
?
に
お
い
て
も
、
国
王
の
条
約
締
結
権
に
つ
い
て
、
先
行
し
た

νャ
ル
ト
の
規
定
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、

そ
の
一
コ
一
条
は
規
定
す
る
口
《
国
王
は
国
の
最
高
の
元
首
で
あ
る
。
彼
は
:
・
平
和
・
同
盟
お
よ
び
通
商
条
約
を
締
結
す
る
》

と
ο

条
約
締
結
権
は
依
然
と
し
て
国
王
の
専
権
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
ο

第
二
の

V
ャ
ル
ト
の
制
定
過
程
に
於
い
て
、
平
和
・
同
盟
お
よ
び
通
商
条
約
の
締
結
を
両
院
の
承
認
に
服
せ
し
め
ん
と
す
る
唯
一

(μ
の



意
見
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
強
く
否
定
さ
れ
終
っ
た
。

し
か
し
先
行
す
る

νャ
ル
ト
の
下
に
お
け
る
議
院
制
的
憲
法
慣
行
の
経
験
か
ら
、

-
定
の
条
約
の
国
内
的
執
行
の
際
に
生
じ
得
ぺ
き
困
難
は
当
然
予
想
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
困
難
を
除
去
す
る
た
め
に
一
定

の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
両
院
の
承
認
を
効
力
発
生
の
要
件
と
す
る
の
が
、

ル
ト
の
制
定
過
程
は
あ
ま
り
に
も
あ
わ
た
だ
し
す
ぎ
た
と
い
え
よ
う
。

よ
り
賢
明
だ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
ジ
ャ

果
し
て
七
月
王
制
の
下
に
お
い
て
紅
、
予
想
さ
れ
え
た
困
難
が
生
じ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
解
決
す
る
議
院
制
的
憲
法
慣
行
の
確
立
は
、

νャ
ル
ト
の
規
定
し
た
国
王
の
専
属
的
条
約
締
結
権
の
意
義
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

(2) 

ω
冨

-oFop
。
MM-oz--
司・∞
N

・

凶
一
八
一
五
年
四
月
一
一
一
一

l
一
一
一
一
一
日
の
附
加
憲
法
律
事
ロ

g
包《凶

Egg-)
は
、
や
は
り
一
切
の
条
約
締
結
権
を
皇
帝
の
専
権
と
し
た
。
但
し
、
一
二
五
条

に
よ
れ
ば
、
敵
に
対
す
る
領
土
の
端
的
な
割
譲
は
不
可
能
事
と
さ
れ
、
そ
の
交
換
に
は
立
法
府
の
議
決
を
要
す
る
。
一
定
の
条
約
一
ω
執
行
に
つ
い
て
立
法

府
の
承
認
ぞ
要
す
る
と
す
る
解
釈
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

ω
Hロ同
g-[三
七

]
S・
g
・

的
配
署
名
"
]
誉
回
目
窓
口
司

g
z
o
a由
】
含

SAM骨

Hgo-H}・∞
g-
ロ
F
嵐山白

g
p
o匂
-nz-uHYHOH・

朗
八
月
一
ニ
日
議
院
が
招
集
せ
ら
れ
、
前
シ
ヤ
ル
ト
の
修
正
案
は
同
月
七
日
議
院
を
通
過
、
同
九
日
国
王
に
よ
り
受
容
さ
れ
、
同
一
四
日
公
布
さ
れ
た
。

フランス憲法史における条約と園内法

[
-
-
=
ハ
]
|
|
議
院
制
の
慣
行
の
進
化

一
八
一
四
年
の

νヤ
ル
ト
は
議
院
制
を
予
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
成
立
に
有
利
な
規
定
を
有
し
、
加
う

パ
シ
ジ
ャ
マ

V

・
コ
ン
ス
タ
シ
(
図
。
旦

ω
B
E
g
s
zロ
け
)
や
リ
V

ャ
ト
才
ブ
リ
ア
シ

(ng件。
Eσ
ユ
自
己
)
等
の
著
作
、

イ
一
八
世
や
党
派
の
態
度
の
影
響
等
が
相
ま
っ
て
、
議
院
制
的
ク

D
マ
守
口
自
己
)
を
生
長
せ
し
め
た
。

上
述
し
た
ご
と
く

る
に
英
国
の
実
例
、

ノレ

- 33ー

議
院
は
国
王
に
対
す
る
上
奉
(
包
B
E
g
-
請
願
(
℃
公
正
O
ロ
印
)
の
討
議
、
調
査
権

(
2
2
Z
2
2
宮
ユ

σ
S
S
E
-
z
g
w
法
律
の
審
議
、
財



説

政
的
権
限
等
の
《
間
接
的
で
は
あ
る
が
現
実
的
な
》
諸
手
段
を
利
用
し
て
政
府
の
政
策
に
対
す
る
討
議
を
行
い
、
彼
ら
の
意
見
を
表
明
し

た
の
で
あ
れ
ィ
し
か
し
そ
れ
は
、
大
臣
の
政
治
責
任
を
追
求
し
、
議
院
に
政
府
を
く
つ
が
え
す
権
利
迄
認
め
た
の
で
は
な
か
っ
一

md
そ
れ

し
か
し
常
に
撤
回
可
能
な
一
穫
の
議
会
主
義
》
に
止
ま
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な

- 94ー

論

は
法
律
的
に
は
、
《
国
王
の
叡
智
に
よ
っ
て
た
ま
わ
っ
た

ま
た
ル
イ
一
八
世
の
治
山
下
に
お
い
て
は
、
事
実
上
明
示
的
な
規
則
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
経
験
的
な
仕
方
に
お
い
て
、
議
院

(

8

)

 

制
が
そ
の
胎
生
状
態
に
お
い
て
機
能
し
た
と
も
い
え
よ
う
か
。

る
ま
い
。

ω
一
八
一
四
年
に
出
版
し
た
今
一
応
声
。
一
岡
山
岳
ロ
由
回
国
司

g
g口
忠
広
三
L
O
ロ

a
z
a田
己
ロ
ロ
立
O
出
品

g
唱。ロ
4
0
町
田
》
に
お
い
て
は
大
臣
の
責
任
は
、
非
刑
事
的

事
実
に
ま
で
拡
張
す
べ
き
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
伊
良
四
時
三
宵
少
冨
白
EMO---MM-H43
開

SAY
。
昌
広
担
旦
(
別
b
m何
回

B
O回目
M
R
F
E
s
s
-司
g
w
a回出回

目
色
白
ロ
岡
市
由
。
白

3
b
r
旨
色
ぴ
巾
司
m・
5
自
・
匂
・
∞
由
)
は
、
《
パ
ン
P

ヤ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
の
真
に
独
創
的
な
そ
し
て
叉
重
大
な
唯
一
の
提
言
は
、
内
大
臣

権
力
U
V

と
《
王
権
》
と
の
区
別
で
ゐ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
内
閣
の
政
体
(
向
。
ロ
4
晶司回目
g
oロ
け
色
白
白
と
)
吉
申
立
の
理
論
家
で
あ
る
》
と
す
る
。
彼
は
一

八
一
五
年
三
月
二

O
日
か
ら
七
月
八
日
迄
の
一

g
ロ
仲
す
号
回
に
お
い
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
命
を
う
け
て
〉

2
0
邑
向
日
正
。
出
口
問

H
E
M
g
g
a
g
a
oロ
田
島
田

昌
吉
立
話
を
起
草
し
た
。
乙
れ
は
シ
ヤ
ル
ト
を
議
院
制
的
に
改
善
し
た
も
の
と
さ
れ
、
大
医
責
任
は
刑
事
的
な
も
の
か
ら
政
治
的
な
ぞ
れ
へ
一
歩
近
ず

い
て
い
る
つ
ニ
九
・
四

O
条〉。

間
一
八
一
六
年
に
出
版
し
た
公
益

B
O回m
肖
口
広
田
国
冊
目
。
ロ
日
目
。

E
2
0》
中
の
代
大
臣
は
残
り
、
政
府
は
去
る
》
、
す
な
わ
ち
議
院
の
信
任
と
共
に
政
府
は

去
る
、
し
か
し
大
臣
は
法
律
的
K
残
り
う
る
の
で
あ
る
。
宅
政
復
古
の
理
論
は
す
べ
て
乙
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
。
別
品
ロ
品
。
E
立
E
ロ
F

O
匂
ロ

F
匂
・
包
-

h

宮
沢
俊
義
、
シ
ヤ
ト
オ
ブ
リ
ヤ
J

の
.
議
院
制
の
理
論
、
国
家
学
令
雑
誌
、
六
八
巻
=
一
号
二
九
五
五
)
。
そ
の
他
一
八
一
五
年
に
出
版
さ
れ
た
〈

x
g
z
g

の
代
巴
ロ

g
E
U芯
可
申
品
目
ロ
田
】
問
一
向
。
ロ

4
2ロ
由
自
由
ロ
け
可
申
官
一
恥
窓
口

g
a同
》
が
議
院
制
を
そ
述
し
て
い
る
。

同

HL民
自
耳
目

P
5・
呂
田
口
回
曲
目
J

唱で
-H44iH4∞
-a-∞
mw
阻
止
子
。
匂
・
白
山
仲
・
ヨ
γ
ω
g
i臼白同・

ω
ぐ
色
色
"
の
。
ロ
司
田
J

同v
・悶臼問・

一
八
二
一

O
年
の

νヤ
ル
ト
の
下
に
お
い
て
、
議
院
制
は
一
般
に
承
認
さ
れ
た
不
文
の
憲
法
慣
行
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
至
る
。

議
院
制
の
「
古
典
的
な
時
代
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は

vv
ヤ
ル
ト
は
大
臣
の
政
治
責
任
を
規
定
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
同
日
は
そ



の
大
臣
を
議
院
の
多
数
の
う
ち
よ
り
任
命
し
、
大
臣
が
議
院
の
信
任
を
失
う
と
き
は
、
議
院
を
解
散
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
辞
職
せ
し
む

べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
大
臣
の
責
任
を
問
う
手
段
と
し
て
、
代
表
質
問

2zquo--m巴
。
ロ
)
の
形
式
が
慣
行
上
確
立
す
る
に
至
り
、
そ

れ
は
信
任
又
は
不
信
任
の
議
事
日
程
の
議
決
に
よ
っ
て
直
ち
に
議
院
の
意
志
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
ο

ま
た
レ
ム
奏
は
依
然
と
し
て
有

力
な
政
府
攻
撃
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

(2) 

防
司
自
己
-
一
切

mw田
氏
子
。
匂

-
n
F
匂同
y
N∞
H・
0世田
4
0同
・
ロ

g
g
z
g白
・
凶

-Eas--
仲

-N・目
MHV・
呂
田
iロ
N--F乱
含
司
日
常
P
呂
田
ロ
ロ
冊
目
・
・
同
VHV・
H
a
i協同・

同
《
王
政
復
古
の
八
つ
の
内
閣
の
う
ち
、
閏
有
の
意
味
で
、
す
な
わ
ち
議
院
の
不
利
な
投
票
に
続
き
、
乙
の
事
実
に
よ
り
辞
伝
の
義
務
を
負
う
こ
と
を
認

め
て
権
力
を
放
棄
し
た
と
乙
ろ
の
内
閣
は
、
一
つ
も
な
い
》
F
え
2
ユ
宵
0
・
沼
恒
ロ
do---
匂
-
H
∞
臼
・
山
内
要
す
る
に
王
政
復
士
口
の
下
に
お
い
て
、
大
医
が
議
院

の
敵
対
の
前
に
権
力
を
放
棄
し
た
の
は
.
乙
の
敵
対
が
明
白
且
つ
繰
返
す
仕
方
、
政
府
の
進
行
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
仕
方
で
表
明
せ
ら
れ
た
場
合
の
み

で
あ
っ
た

oVMMEd--
切
忠
広
島

-OMM・ロ
F
M
M同y
∞
包

l
g
p
貴
族
院
は
国
王
に
よ
り
解
散
さ
れ
な
い
か
ら
、
政
府
を
倒
し
え
な
い
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
匂
・
凶
母

g
b
z
g
M〉
町
宮
雪
。
含
注
目
。
ロ
品
口
広
忠
自
由
匂

E
Z
S
S
E
-可
申

告

『

E
ロ
2
8
5
F
S一
回
凶
〈
口
同
叩
け
の
町
胆
ユ

g
u門
-

HV目
H1F
。
山
田
司
【
凶
伶
切
立
ん
VH10・
H由
D
A
F

匂同
V-N4alN∞∞-白
00・

mmw抽出
b
c
p
一Z
Sロ
グ
。
司
・
ロ
白
骨
・
匂
・
ω
4
・

回
開

Fmw同
。
ヨ
彰
司
0・
0匂
-
a
f
-
M
-
H田
N・
・
《
:
・
胎
生
的
状
態
に
お
い
て
の
み
寄
在
す
る
議
会
主
義
の
特
質
を
持
つ
一
制
度
に
直
面
せ
し
め
ら
れ
る
》
一
一
0
8・

】

F
E司
8
1呂
田
宮
山

g
-
L・
闘
"
問
者
・
ロ

N
i
H
E・
《
議
院
は
(
国
王
と
反
対
に
)
非
常
に
弱
い
。
貴
族
院
は
国
王
の
継
続
的
な
創
造
物
で
あ
り
、
代
議
院
は
制

限
選
挙
制
、
非
常
に
狭
益
な
社
会
階
級
か
ら
の
み
出
て
お
り
、
与
論
が
力
を
加
え
た
と
し
て
も
代
議
院
は
そ
れ
を
形
体
化
し
な
い
。
両
院
は
互
に
分
割
し

阻
止
し
合
う
。
》

-
E許
可
・
ロ
∞
・

倒

F
-
U
S肉
S
F
吋司即日付恥円山田代田
g
z
gロ田
g
g
a。ロ
Ew--
什

-HHMM・
0
E
一
宮
沢
、
議
院
内
閣
制
の
イ
ギ
リ
ユ
裂
と
フ
ラ
ン
ス
型
、
比
較
法
雑
誌
、
一
巻

一
号
(
一
九
五
一
)
一

O
九
頁
。

同
口
同

-
F民
03tvzw
冨
g
g
y
同VHM-HU白
i岡
田
品
・
代
議
院
の
優
越
は
七
月
王
制
の
-
下
で
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
一
八
三

O
年
の
革
命
は
代
表
政
体
の
名
に
お

い
て
な
さ
れ
た
。
爾
後
た
だ
一
つ
の
議
決
も
内
閣
を
覆
す
に
は
充
分
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

G
U
H
V・
回
目
田
色
品
切
。
同
yopHVHY
∞
E
i

白白
4
・
に
内
閣
の
辞
取
理
由
の
概
観
が
あ
る
。
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説

円日
v

こ
の
議
院
制
に
お
い
て
は
、
国
壬
が
な
お
強
力
な
諸
特
権
を
有
し
、
有
効
に
政
治
生
活
に
関
与
し
て
、
代
議
院
に
対
抗
し
た
と
い
う
意

味
で
《
・
一
元
主
義
》
と
呼
ば
れ
ろ
ω

- 36ー

論

同
し
か
し
《
代
表
質
問
は
七
月
王
制
の
下
に
お
い
て
、
内
閣
を
覆
す
に
は
役
立
た
ず
、
そ
れ
は
議
院
の
意
思
を
内
閣
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
屡
々
用
い
ら

れ
、
ま
た
議
院
は
そ
れ
を
危
機
的
な
機
会
に
用
い
た
ouv
代
表
質
問
は
種
々
の
問
題
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
最
も
多
い
の
は
対
外
政
策
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
分
野
に
於
い
て
は
、
貴
族
院
は
代
議
院
に
対
抗
し
た
。
岡
山
・
回

g
a
p
。
ヲ
ロ
宮
・
℃
・
悶
由
臼
・

同
し
か
し
《
事
実
上
ル
イ
・
フ
f
リ
ツ
ザ
の
い
か
な
る
大
臣
も
上
奏
の
議
決
に
よ
っ
て
倒
れ
な
か
っ
た
》
《
結
論
と
し
て
:
:
:
両
院
が
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ

の
諸
大
臣
に
対
し
て
、
今
日
の
両
院
が
吾
々
の
大
臣
に
対
す
る
よ
う
に
決
定
的
な
行
為
を
な
さ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
代
議
員
が
、
ま
た
彼
等
の
み
が
倒

閣
を
惹
起
し
た
の
は
例
外
に
す
玄
は
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
等
が
そ
れ
を
な
す
権
利
も
方
法
も
持
た
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
議

会
主
義
の
観
念
が
未
だ
に
不
確
実
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
特
に
議
院
と
政
府
の
相
互
の
力
が
今
日
に
お
け
る
と
全
く
違
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い

d
u
g
-
g身
g"
同町田け

O山吉--け・悶・

3
・凶∞
H
l一回∞
N
・

凶
大
臣
の
任
免
権
を
有
レ
、
議
院
を
召
集
し
、
停
会
レ
、
代
議
院
や
解
散
し
う
る
。

同

開

O
H
M
b
C
由
Z
S口
付
(
。
u・
口
許
可
-
A
H
H
)

・
は
、
ま
た
乙
れ
を
《
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
の
議
会
主
義
》

(-oM】
mw
己
品
虫
色
仲
阻
止
田
宮
由
。
ユ
宮
口
町
田
件
。
)
と
も
呼
ぷ
。

議
院
制
を
こ
の
よ
う
な
本
質
で
と
ら
え
る
学
者
と
し
て
彼
は
、
ロ
ヨ
一
角
尚
一

2
皆

同

g
-
Eロ
ロ
白
"
の

E
N
O
F
5
n
g
E凶
由
民

S
包

F
F担
げ
。
己
呂
、
P
問団

SOS-

u
c
m
a
F
同
P
M
M
Z
。
ロ
を
挙
げ
る
Q

[
三
七

]
l
l条
約
締
結
権
の
実
際

議
院
制
の
進
化
と
の
関
連
に
お
い
て
簡
単
に
説
明
を
加
え
る
。

政
府
の
対
外
政
策
に
対
す
る
代
議
院
に
よ
る
統
制
は
よ
奏
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
。

(1) 

一
入
二
一
年
一
一
月
二
六
日

代
議
院
に
提
出
さ
れ
た
上
奏
案
円
一
一
、
政
府
の
対
外
政
策
を
攻
撃
、
政
府
側
は
議
院
は
政
府
の
対
外
政
策
を
批
判
す
る
権
限
は
な
い
と
主
張

し
た
料
、
結
局
議
院
の
多
数
は
上
奏
案
に
賛
成
し
心
。



上
奏
が
単
な
る
儀
礼
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
政
府
の
政
治
的
責
任
を
追
求
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
う
る
と
い
う
慣
行
を
確
立

し
た
こ
の
上
奏
が
、
対
外
政
策
の
攻
撃
を
主
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
特
に
我
々
の
注
意
を
ひ
く
。
そ
の
ほ
か
、
七
月
王
制
下
に
お
い
て

は
代
表
質
問
に
よ
っ
て
も
盛
に
政
府
の
対
外
政
策
が
批
判
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
、
国
王
に
よ
る
条
約
の
商
議
や
批
准
を
事

前
に
統
制
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
条
約
締
結
後
に
至
っ
て
、
政
府
の
政
治
的
責
任
を
追
求
す
る
と
い
う
、
事
後
的
政
治
的
な

統
制
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
3

そ
し
て

こ
の
議
院
の
統
制
の
有
効
性
は
、
専
ら
大
白
の
政
治
責
任
制
の
確
立
の

程
度
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
条
約
に
つ
い
て
の
政
府
の
議
院
に
対
す
る
通
知

(
8
8
5
Z
E
S
Z。
ロ
)
で
あ
る
。
一
八
一
一
一
年
ル

ィ
.
八
世
は
議
院
に
対
し
、
諸
氏
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
策
を
判
断
す
る
た
め
の
資
料
を
充
分
に
も
っ
て
い
な
い
と
云
っ
た
二
八
二
九
年
、

(2) 

大
臣
の
政
治
責
任
を
追
求
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
全
て
の
条
約
に
つ
い
て
検
討
し
批
判
す
る
権
利
が
主
張
せ
ら
れ
た
が
、
政
府
が
条
約

締
結
後
に
そ
れ
を
議
院
に
通
知
す
る
や
否
や
は
政
府
の
純
粋
な
裁
量
事
項
と
し
て
留
っ
た
。
か
く
し
て
秘
密
条
約
の
締
結
も
無
制
限
に
認

め
ら
れ
て
い
た
。
但
し
、
そ
の
国
内
的
執
行
に
議
院
の
議
決
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
条
約
に
つ
い
て
は
、
議
院
は
政
府
に
対
し
徹
底
的
な

通
知
を
要
求
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

フランス憲法史における条約と国内法

川
国
王
の
開
院
に
あ
た
っ
て
の
説
示

sznog--ak
対
す
る
答
辞
と
し
て
、
最
初
は
儀
礼
的
な
意
味
を
も
つ
に
止
っ
た
(
シ
ヤ
ル
ト
一
九
条
、
手
続
は

一
八
一
四
年
八
月
一
一
一
一
日
法
が
定
め
る
〉
。
国
王
の
説
示
は
殆
ん
ど
実
質
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
時
と
し
て
、
特
に
間
際
的
な
危
倶
を
の
ベ
る
事
が
あ
っ

た
。
司
・
回
目
白
A

u

s

・O
M
M

・白山仲・匂
-
M
∞A
H

・O
A
U

・田・

ω
阿川・回目嵐広島・。匂

-
n
F
句・悶∞朗
l
N
8・
乙
の
上
奏
楽
は
、
新
聞
の
検
閲
底
止
の
必
要
(
国
内
問
題
)
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

闘
し
か
し
、
上
奏
の
後
、
政
府
に
敵
対
的
な
議
決
が
く
り
返
さ
れ
た
の
で
、
第
二
次
リ
シ
リ
ュ

l
内
閣
は
一
一
一
月
、
国
王
か
ら
摺
免
さ
れ
る
に
至
る
O

M

V

・

回居間広島・
0
同
・
白
山
け
・
唱
・
白
白
日
・
・
《
ア
ル
ト
ワ
伯
の
支
持
に
よ
り
権
力
に
つ
い
た
彼
は
、
支
持
を
伯
に
求
め
た
。
彼
が
辞
隠
し
た
の
は
伯
の
握
絶
に
あ
っ
た
か

-37 -' 



説

ら
で
あ
り
、
議
院
は
彼
の
引
退
を
直
接
的
に
惹
起
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
》

o
g
Eロ晶
S
F
回目白仲

ag--FN-
匂
-
H
5・

削
司
・
回
目
白
己
p
o匂
-
n
F
買
YMSINE-

間
条
約
に
限
ら
ず
、
一
般
的
に
議
院
に
対
す
る
通
知
は
極
め
て
不
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
七
月
王
制
に
入
り
、
政
府
が
自
発
的
に
通
知
を
行
な
っ
た
例

も
あ
る
が
、
一
八
一
ニ
O
年
九
月
作
、
資
料
を
集
め
て
国
の
状
態
に
つ
い
て
報
告
す
る
九
人
委
員
会
の
設
立
案
が
提
出
さ
れ
た
が
否
決
さ
れ
た
。
句
・
回

g色門戸

。匂・ロエ一
-

H
】

-
M
∞品
04F

ロ。
-
z
u
H
・

刷
ロ
ロ
立
F

一
八
ご
九
年
七
月
一
五
日
代
議
院
に
お
け
る
演
説
。
冨
一
各
。
P
。-v
・ロ

FH)-Sis-

的
一
八
一
二
五
年
三
月
一
一
八
日
の
代
議
院
に
お
い
て
巴
ロ
g
oロ
は
一
山
っ
た
《
い
か
な
る
通
知
も
吾
々
に
垣
否
さ
れ
な
か
っ
た
。
我
々
は
交
代
に
、
国
務
大

臣
の
公
文
書
、
捕
獲
審
検
所
の
書
類
、
外
交
通
信
を
調
べ
る
事
が
出
来
た
い
v
。
露
。
回
同
窓
口
司
ロ
回
目
司
自
門
白
色
合
同
出

B
胆
混
同
∞
回
伊
匂
・

8
m
n
z・
富
山
口
町
。
ロ

O
M
Y

ロ工、.匂
-HH由・

- 38ー

論

(2) 

条
約
の
国
内
的
な
執
行
に
お
い
て
、
議
院
の
財
政
的
権
限
に
触
れ
る
場
合
に
は
、
議
院
の
示
認
に
服
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
慣
行
が
成
立
し
確
定
す
る
に
至
っ
た
。

一
八
二
六
年
四
月
一
八
日
代
議
院
に
お
い
て
、

同
年
一
月
一
一
六
日
イ
ギ
リ
ス
と
の
問
に
調
印
さ
れ
た
協
約
を
執
行
す
る
た
め
の
二
月
八

日
の
国
王
の
命
令
を
、
議
院
の
承
認
に
服
せ
し
め
ん
と
す
る
カ
ジ
ミ
イ
ル
・
ペ
リ
エ
(
の
白
色
白
町
司
合
ぽ
円
)
の
修
正
案
が
提
出
せ
ら
れ
、

国l

味
深
い
論
争
の
後
採
択
さ
れ
る
に
バ
主
っ
た
。
こ
の
協
約
は
新
た
な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
を
軽
減
す
る
条
約
で
あ
っ
ハQ
R
》

た
が
、
関
税
は
議
院
に
よ
る
承
認
な
く
し
て
は
条
約
に
よ
り
変
更
さ
れ
え
な
い
と
い
う
原
則
か
ら
、
修
正
案
が
提
出
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

国
王
の
特
権
を
擁
護
せ
ん
と
す
ろ
議
員
連
は
、
或
は
、
条
約
締
結
を
国
王
の
専
権
と
し
た
い
V

ヤ
ル
ト
の
一
四
条
は
、
租
税
の
議
決
権
を
議

院
に
認
め
た
四
八
条
に
優
先
す
ち
|
|
関
税
率
の
変
更
の
伴
な
わ
ぬ
通
商
条
約
は
存
在
し
え
な
い
で
は
な
い
か
、
と
主
張
し
、
或
は
、
通

商
条
約
か
ら
結
果
す
る
関
税
は
和
税
の
性
格
を
も
た
な
い
の
だ
と
主
張
し
て
、
反
対
し
た
。
し
か
し
修
正
案
は
両
議
院
を
通
過
し
、

慣
行
を
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
。
そ
れ
は
、
国
王
の
専
属
的
な
条
約
締
結
権
を
認
め
つ
つ
も
、

'--

の

こ
の
PK
似
の
条
約
の
国
内
的
執
行
の
た
め



に
必
要
な
法
律
の
議
決
を
、
議
院
が
拒
否
す
る
権
利
を
確
認
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
条
約
の
商
議
に
あ
た
り
、
常
に
そ
の
執
行
に
つ
き
議
院
の
議
決
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
議
院
の
同
意
を
留
保
す

る
こ
と
が
慎
重
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
そ
れ
を
欠
い
て
い
た
。

こ
の
問
題
の
論
理
的
な
帰
結
と
し
て
典
型
的
な
し
か
も
重
大
な
結
果
を
生
じ
た
の
は
、

ジ
ミ
イ
ル
内
閣
に
よ
り
締
結
せ
ら
れ
た
賠
償
支
払
の
条
約
を
執
行
せ
ん
と
す
る
起
債
の
法
律
案
が
、

一
八
一
一
二
年
七
月
四
日
に
合
衆
国
と
の
間
に
カ

一
八
三
一
四
年
四
月
二
日
代
議
院
に
よ

っ
て
否
決
せ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。
代
議
院
は
否
決
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
条
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
政
府
が
議
院
に
は
か
ら
な
か
っ
た

こ
と
を
口
実
と
し
た
。
条
約
の
執
行
が
不
可
能
と
な
っ
た
法
案
の
提
出
者
プ
ロ
イ

B
g
m
-
E
内
閣
は
辞
職
し
た
。
し
か
し
合
衆
国
の
強

い
抗
議
を
う
け
た
議
院
は
翌
年
起
債
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

(2) 

(8) 

富山ロ
vopOHM-
ロ
戸
間
}
・
∞
臼
・
乙
の
協
約
は
イ
ギ
リ
ス
連
合
王
国
お
よ
び
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
領
土
諸
港
か
ら
帰
港
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
船
は
、
従
来
イ
ギ

リ
ス
の
入
港
税
と
し
て
支
払
っ
て
い
た
も
の
に
代
え
て
、
よ
り
少
額
な
フ
ラ
ン
ス
の
入
浴
税
を
支
払
う
こ
と
に
定
め
た
。
同
vmZHH
品
目
〈
2
0
F
o
p
u
o
g

coロロ
E
回目。出品
g

Z
田
町
広
田
山
口
什
由
司
ロ
田
位
。
回
目
-
E
H
H
E∞-目
v・
g
-
は
《
代
表
制
の
憲
法
的
論
理
は
:
・
支
出
(
伝
句
。
ロ
回
開
)
を
含
む
:
全
て
の
条
約
の
国
内
的

執
行
を
立
法
府
の
承
認
に
常
に
服
せ
し
め
た
い
V

と
述
べ
て
い
る
が
、
歴
史
的
端
緒
に
お
い
て
は
、
正
確
に
は
必
ず
し
も
支
出
を
煮
起
し
な
く
て
も
か
ま
わ

な
か
っ
た
事
が
わ
か
る
。

仰
【
回
申

m正
由
戸
冨
O口問
g
g司
自
由
g
a
m
-
E
N
O
F
4
E
H∞Ma-
℃

-
E
U・ロ日付・宮山ロ
g
p
o
H
)・ロ定・同】
-
E・
富
山
口
ZHM
は
通
商
条
約
が
、
締
約
相
手
国
に

依
っ
て
そ
の
国
民
か
ら
徴
収
さ
れ
る
入
港
税
の
み
を
変
更
し
、
自
国
の
入
港
税
を
変
え
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
実
際
に
は
、
殆
ん
ど
常
に
通
商
条
約

は
相
互
的
な
関
税
率
の
変
更
を
伴
う
だ
ろ
う
と
一
去
っ
て
い
る
。
目
立
許
可
・
悶
田
町
・

帥

m
B
{
E
C江
2
・
冨
。
昆
け
品
回
司

gHHHa『
四
回

o
-
E
N申
告
一
円
己
居
留
-
V
町
田
町
・
白
日
件
・
冨
U
F
O
P
-
M
y
a
F
冨
y

∞M
l
∞四・

凶
乙
れ
よ
り
先
、
ア
ル
ジ
エ
摂
政
公
と
一
八
一
九
年
十
月
二
八
日
締
結
さ
れ
た
条
約
を
執
行
す
る
一
八
二

O
年
七
月
二
回
目
、
一
一
八
日
法
律
が
同
じ
条
件

で
議
決
さ
れ
て
い
る
。
旨
t
r
o
p
。勺
-
a
F
匂・∞由・ロ
o
g
S・

仰
の
町
田
己
母
国
同
Oロ回国
S
F
甲
山
口
口
日
間
沼
田
窓
口
bECM向
島

g
品
g
E
Z
g
g
p件目。

s-匂
己
記
F0・
H宏
弁
匂
・

8
4・

- 39ー

フランス憲法史における条約と国内法



説

こ
の
事
件
の
示
す
意
味
は
次
の
ご
と
き
も
の
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
条
約
は
ジ
ヤ
ル
ト
に
し
た
が
っ
て
有
効
に
締
結
さ
れ
て
い
る
。

確
立
し
た
憲
法
慣
行
は
そ
の
国
内
的
執
行
に
議
院
の
同
意
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
条
約
の
有
効
性
そ
ハ
叩
ゾ

の
も
の
を
相
手
国
に
対
し
て
争
う
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
国
際
法
上
の
義
務
を
国
内
法
上
合
法
的
に
履
行
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た

-40ー

論

と
い
う
事
態
は
、
相
手
国
に
対
す
る
国
際
的
責
任
を
生
ず
る
。
こ
の
責
任
の
解
決
に
窮
し
た
ブ
ロ
イ
内
閣
は
政
治
責
任
を
負
っ
て
辞
職
し

門

出

)た
。
ま
た
議
院
が
翌
年
屈
し
た
り
は
、
結
局
、
こ
の
国
際
法
上
の
義
務
に
拘
束
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
Q

す
な
わ
ち
、

議
院
の
拒
否
権
は
そ
の
意
味
で
は
全
く
は
自
由
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
惹
起
さ
れ
た
困
難
は
、
条
約
の
締
結
・
執
行

に
つ
い
て
、
議
院
の
干
渉
を
予
定
し
な
か
っ
た
(
ま
た
そ
れ
を
無
反
省
に
継
承
し
た

)ν
ヤ
ル
ト
の
非
議
院
制
的
な
明
文
的
規
定
に
対
し

て
、
議
院
制
的
慣
行
が
も
た
ら
し
え
た
変
更
の
限
界
を
示
す
も
の
で
ら
る
。
予
め
こ
の
困
難
を
除
去
せ
ん
が
た
め
に
は
、
議
院
制
的
慣
行
を

条
約
締
結
権
そ
の
も
の
に
迄
徹
底
せ
し
め
る
志
法
改
正
を
行
う
か
、

そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
政
府
が
批
准
に
先
立
っ
て
議
院
の
承
認
を

求
め
る
と
い
う
政
治
的
考
慮
を
は
ら
う
か
、
或
は
条
約
そ
の
も
の
の
中
で
議
院
の
承
認
を
留
保
す
る
と
い
う
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
よ
う
。

同
七
月
王
制
に
入
り
、
一
八
三
一
一
年
五
月
七
日
の
ロ
ン
ド
ン
協
約
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
公
債
の
保
証
の
引
受
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
は
議
院
の
同
意
を

留
保
し
、
議
院
に
対
し
て
そ
れ
を
勧
告
す
る
こ
と
を
約
す
る
に
止
め
る
と
い
う
慎
重
さ
を
示
し
た
Q

恐
ら
く
は
英
国
政
府
の
慣
行
が
模
範
を
与
え
た
の
で

あ
ろ
う
。
富
山
ロ
Fou-
。℃
-
o
F
日}℃
-
U
G

・ロ
N
l
H
回目・

ω
一八

O
六
年
か
ら
一
八
一
一
一
年
に
至
る
間
に
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
船
に
対
す
る
賠
償
と
し
て
、
ご
五
O
O
万
フ
ラ
ン
を
合
衆
国

に
支
払
う
こ
と
を
約
し
た
。

U5) 

。百『
-
g
阿

w
o
g
m
o
p
F
。同)・

3
Z・同】
-
M
怠・

(Is) 

一
八
一
三
一
年
二
万
二
日
に
批
准
は
正
式
に
交
換
き
れ
た
、
従
っ
て
何
ら
不
完
全
な
批
准
の
効
力
の
問
題
は
起
ら
な
い
。



(2) 

間
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
そ
の
こ
と
は
外
国
に
も
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
を
悪
意
あ
り
と
弾
劾
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
と
主
張
し
た
Q

H

W

・
9
話

EOM〉

F
目
ロ
m
g
g
可
申
]
ロ
江
円
四
円
山
口
白
色
。
回
可
包
芯
回

Z
Z吉
田
氏
。
ロ

E
H
H
g
H
O
P
-白
色

S
一件

noロけ
0
5
3
5
Z
-
H
U∞回・
-v
・回目町・

回
富
山
口
町

o
p
。
匂
・
ロ
F
・
回
当
・
巴
0
・
巴
・

回
《
条
約
の
執
行
に
お
い
て
惹
起
し
た
事
件
は
国
内
政
治
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
外
交
的
文
書
の
価
値
を
無
効
に
は
し
な
か
っ
た
。
若

し
フ
ラ
ン
ス
が
そ
れ
を
支
払
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
彼
女
は
、
合
衆
国
が
援
用
す
る
国
際
的
責
任
を
負
っ
た
で
あ
ろ
う
》
可
・
閃
胆
丘
町
件
。
唱

-aけ・回以
-
H
∞巴・

側
否
決
は
一
七
六
票
対
一
六
八
票
で
な
さ
れ
た
。
《
政
府
の
一
般
的
政
策
に
お
け
る
対
外
問
題
に
対
す
る
僅
か
沿
多
数
で
あ
っ
た
。
句
。
ロ
宵
宮
包

g
の
精

神
の
色
白
切

5
mロ
由
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
辞
取
を
し
な
い
で
は
な
い
。
彼
は
の
伊
江
B
ぽ
吋
A

山
江
由
司
流
の
厳
格
さ
を
持
っ
て
い
る
cuv

巴由回日目白色

Z
回・

出

z
g
H吋
0
・・件
-
N
W
同

YH4ω
・

仙
の
・
胃

0
5
8
F
g
(。匂
-aF
匂・

8
4・
)
一
は
、
立
法
府
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
条
約
上
の
義
務
に
対
す
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
一
例
と
し
て
乙
の
問
題
を
取
扱

っ
て
い
る
。

幽

冨

U
Eロ
(
。
匂
・
ロ

F
M
M・匂
-
g・
5
4・
)
は
、
議
院
の
議
決
が
自
由
で
な
い
の
は
、
国
際
政
治
的
考
慮
が
採
択
を
余
儀
な
く
せ
し
め
た
か
ら
ピ
と
解
レ
て
い

る
。
議
院
の
意
識
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
政
治
的
考
慮
に
圧
倒
さ
れ
た
と
解
し
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
政
治
的
考
慮
を
生
ぜ
し

め
る
以
前
に
は
、
前
提
と
し
て
国
際
法
的
な
拘
束
ぞ
負
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
単
な
る
外
交
政
策
の
事
実
的
拘
束
力
で

は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
国
際
法
の
拘
束
力
自
体
が
、
政
治
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
。

刊
州
冨
可
窓
口
。

-csoけ
N
Z
Z
O
V
(
U
g
u
n
-
E
t
Z色。
EMaご
E
2ロ
丘
町
。
ロ
担
r
H
u
g
-
旬開】・

8ωiHO由
)
は
代
議
院
制
の
論
理
は
憲
法
の
明
文
を
か
え
た
い
と

述
べ
て
い
る
が
、
締
結
権
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
明
文
を
変
え
た
訳
で
は
な
い
。
教
授
は
国
際
条
約
の
批
准
の
問
題
の
憲
法
的
《
意
義
》
を
議
院
制
が
変

え
た
と
述
べ
、
そ
の
問
題
の
憲
法
的
規
定
を
変
え
た
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
教
授
は
簡
潔
に
し
て
慎
重
な
用
語
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に

つ
い
て
、
必
ら
ず
し
も
明
確
な
説
明
を
与
え
た
訳
で
は
な
い
。

フランス憲法史における条約と国内法

(3¥ 

条
約
の
執
行
に
よ
っ
て
、
国
内
法
を
変
更
す
る
に
至
る
場
合
に
も
、
政
府
は
議
院
の
執
行
法
律
の
議
決
を
求
め
に
と
い
わ
れ
る
。

一
八
四
一
二
年
の
す
ル
ジ
ニ
ヤ
と
の
著
作
協
約
は
、

九
月
二
七
日
、
何
ら
の
議
院
の
本
認
の
留
保
な
し
に
批
准
交
換
を
終
了
し
た
。
政
府
は

-41ー

議
院
に
執
行
法
律
案
を
提
出
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
協
約
は
そ
の
創
設
し
た
種
々
の
違
反
に
法
律
刑
の
適
用
を
拡
張
し
て
い
る
が
、



説

刑
罰
の
適
用
は
裁
判
に
お
い
て
は
法
律
に
基
，
す
い
て
の
み
な
さ
れ
う
る
か
ら
だ
、

と
述
べ
て
い
る
。

- 42ー

(4) 

領
土
の
変
.
史
を
伴
う
条
約
に
つ
い
て
、

νヤ
ル
ト
の
一
規
定
は
な
い
が
、

そ
れ
は
、
議
院
の
同
意
な
く
し
て
国
王
の
み
に
よ
り
、
有

論

効
に
締
結
さ
れ
う
る
の
だ
と
す
る
慣
行
が
確
立
し
て
い
た
。

一
八
一
四
年
お
よ
び
一
八
一
五
年
の
条
約
に
よ
っ
て
ブ
ラ
シ
ス
は
革
命
後
新
た
に
併
合
し
た
領
土
の
み
な
ら
ず
、

一
八
二
五
年
四
月
一
七
日
の
命
令
は
、

旧
王
制
下
に
保
護
し

円
一
山
J
V

そ
の
条
約
は
何
ら
の
議
院
の
反
対
も
干
渉
も
な
く
し
て
有
効
に
成
立
し
た
。
ハ岬己

の
独
立
を
認
め
た
。
代
議
院
に
お
い
て
は
、
国
王
が

て
い
た
領
土
の
一
部
を
も
喪
失
し
た
の
で
あ
る
が
、

サ
シ
・
ド
マ
ン
グ

(ω
丘
三
ー
ロ
。
B
E
m
z
o
)

議
院
の
同
意
な
く
し
て
合
憲
的
に
領
土
全
放
棄
し
う
る
や

し
た
が
っ
て
こ
の
命
令
が
違
忘
で
は
な
い
か
が
争
わ
れ
た
。
結
局
パ
ル
ド

ν

目
玉
制
ド
に
お
い
て
も
戦
争
講
和
の
権
利
の
帰
結
た
る
こ
の
権
能
は
国
王
の
専
権
に
属
し
、

一
四
条
は
そ
れ
を
創
造
し
た
も
の
で
は
な
く
、
宣
言
し
允
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
意
見
が
反
対
意
見
を
圧
倒
し
、
バ
シ
ジ
ヤ
マ
シ
・
ゴ

否
定
せ
ら
れ
終
っ
た
。

(司
h
H
H

・
門
凶
何
回
目
ロ
印
)
ら
に
よ
る

ν
ヤ
ル
ト
の

γ
ス
タ
シ
に
よ
る
、
将
来
ブ
ラ
シ
ス
の
領
土
の
分
離
は
議
院
の
同
意
を
要
す
る
と
す
る
修
正
意
見
も
、

円
叩
一
v

じ
月
五
制
下
に
お
い
て
も
こ
の
原
則
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

上
述
問
、
聞
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
議
院
の
干
渉
は
専
ら
そ
の
圏
内
的
執
行
の
み
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
条
約
そ
の
も

の
の
修
正
権
(
条
約
締
結
権
そ
の
も
の
に
対
す
る
干
渉
)
を
法
律
上
持
た
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

(5) し
か
し
、
圏
内
的
な
執
行
の
決
定
権
を
議
院
が
も
つ
に
至
っ
た
種
類
の
条
約
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
議
院
が
締
結
そ
の
も
の
を
承
認
し

又
は
拒
否
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
役
割
を
行
う
場
合
を
生
ず
に
至
る
。

一
八
四
一
年
一
二
月
二

O
H
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
五
大
国
間
で
調
印
さ

れ
た
視
察
権
(
母
。
芹
骨
三
m
x
g
に
関
す
る
条
約
は
、
議
院
の
反
対
の
故
に
批
准
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
の
み
な
ら
ず
一
八
四
二
年
の
べ

そ
の
同
意
を
護
持
し
た
。

ル
ギ
ー
と
の
協
約
の
更
新
に
先
だ
ち
、
ギ
ゾ

I
(の
Z
W
C
C
は
議
院
の
修
正
意
見
を
呑
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た



と
い
う
修
正
意
見
に
対
し
ギ
ゾ
ー
は
そ
れ
と
妥
協
し
て
四
年
に
改
め
、

一
八
四
三
年
の
サ
ル
ジ
ニ
ヤ
と
の
協
約
は
、
未
だ
執
行
さ
れ
て
い
な
い
な
か
っ
た
が
、

委
員
会
の
提
案
し
た
六
年
の
期
限
を
三
年
に
せ
よ

ナ
ル
ジ
ニ
ヤ
政
府
と
の
商
議
を
再
開
し
た
の
で
あ
る
。

凶

冨

-nvop
。
H
y
n
z・匂・

5
4・
ぇ
・
町
田
己
品
。
」
三
回
ロ
z
o
p
o匂
-
o
F
H
E∞曹司・朗自・

回
冨
。
巳
窓
口
司
百
三
s
z
a
E
S
由
4
E
H∞串間・匂
-
H
o
s
-
aけ
・
嵐
山
ロ
g
p
o
H】
・
ロ
宗
・
匂
・
ロ
∞
・

倒

MV・
凶
器
広
島
"
。
匂
・
ロ
日
付
-
E
Y
H
S
I
H
S
-
冨
Z
F
8・。匂
-
aけ・同吾
-UHlUN・

m
m
p伊
豆
・
ロ

0
5
5尚
己
申
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
、
賠
償
金
を
旧
植
民
応
分
配
せ
ん
と
す
る
法
案
が
捉
出
さ
れ
た
Q

広
・
区
可
窓
口
冊
目
。
受
凶
け
N
b
i
s
y
o
H
y
n
F

同

YHOAF・

剛
附
同
川
賞
品
。
回
国
g
-
C由
E
S
P
E
-
-∞
・
『
芯
昆
-
-
巾
可
等
の
意
見
。
反
対
意
見
、

hF岡山由時・富山ロ
FOE-
。目
)
-
aけ
・
胃
yUNiU明・〈・

2
胃
P
士
一
]

側

冨

s
u
g吋
百
円
司
0
5曲目

E
M
M
g世
円
回
昆
宮
、

V
S
0・
0
F
沼
U
F
O
F
O
M
}
-
aけ・匂・

8
・

出向同門区ロ
0・c
g
o定
者
主
ロ
町
二
も
-
a寸
回
以

y
H
E』
呂
町
・
宮
沢
・
小
田
訳
、
国
際
憲
法
、
九
四
頁
《
と
の
時
代
に
は
、
対
外
政
策
処
理
へ
の
議
会
の
参
加
の
理

論
は
未
だ
発
表
し
て
は
い
な
か
っ
た

Y

剛
嵐
広
町
。
ロ
は
立
憲
宕
主
に
こ
の
よ
う
な
法
外
な
権
力
は
与
う
べ
き
で
な
か
っ
た
ろ
う
と
し
、

k
F
2
v
z
巴
g
y
a田町ロ回

Bo--E戸
田
宮
阜
向
。
ロ

s
-
o
g

同
】
司
自
由
ロ
ユ
同
】
巴
。
ロ
品
g
z
oロ
田
島
但
円
四
件
一
回
付
・
司
pzm-
同∞由由

-H
司《}--同
V・
目
白
白
)
の
意
見
を
ひ
く
。
。
匂
・
白
山
骨
・
同
MMYD目
1φ4・

刷
議
院
は
悶
銭
的
拒
否
に
ひ
と
し
い
延
期
を
提
案
す
る
修
正
案
を
提
出
し
た
乙
と
が
あ
る
。
一
八
三
一
ニ
年
五
月
一
一
一
日
代
議
院
に
お
け
る
外
務
大
臣
の
発

言
は
、
議
員
は
商
議
に
関
与
す
べ
き
で
な
く
、
条
約
の
結
果
を
承
認
す
る
か
否
認
す
る
か
の
み
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
議
院
は
こ
れ
に
従
っ
た
c

嵐
広
g
p
o
u
-
ロ
』
仲

-
B
-
H
H品
1Ha-

間
句
・
回

p
a
-
p
o匂
-
n
z・
MM同M・
Sc-ga--
国
際
法
上
、
条
約
を
批
准
す
る
や
否
や
は
全
く
の
裁
量
行
為
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
も
と
，
つ
い
て
、
ギ
ゾ
l

は
批
准
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

o
o
s
o
d
a
p
F目
司
自
己
目
ロ
田
氏
。
ロ
品
目
白
可
包
広
田
・
】
VF司目白"別-∞即時
mwMJH甲山町・同}・ロ
AH・

問

屋

ロ

E
P
8・ロ
F
-
M・
ロ
41ロ∞・

(2) フランス憲法史における条約と国内法

[
三
八

]
1
1両
uv
ヤ
ル
ト
に
お
け
る
条
約
締
結
権
の
意
義

以
上
の
結
論
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
条
約
の
商
議
・
調
印
・
批
准
の
権
限
は
、

ジ
ヤ
ル
ト
の
規
定
す
る
ご
と
く
国
王
の
専

- 43ー



説

権
で
あ
り
r

、

一
切
の
条
約
は
被
の
み
に
よ
っ
て
有
効
に
締
結
さ
れ
え
た
。
但
し
一
定
の
条
約
の
国
内
的
執
行
に
際
し
、

立
法
府
の
同
意
が

必
要
と
せ
ら
れ
る
慣
行
が
確
立
?
る
に
至
る
。
そ
れ
は
ジ
ヤ
ル
ト
の
下
に
お
け
る
議
院
制
的
慣
行
の
生
長
に
伴
う
、
議
院
の

(
財
政
・
立

-44一

論

法
〉
権
限
の
論
理
的
貫
徹
に
外
な
ら
な
い
。

そ
し
て
更
に
議
院
の
干
渉
は
、
政
府
の
条
約
締
結
権
自
身
に
、
事
実
上
の
、
影
響
を
与
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
憲
法
制
度
全
体
と
の
関
辿
に
お
い
て
附
言
す
る
と
、

分
配
の
仕
方
に
等
し
く
、
君
主
の
一
専
権
と
し
た
。
議
院
制
的
慣
行
は
一
定
の
条
約
の
国
内
的
執
行
に
つ
い
て
議
院
に
有
利
に
リ
V

ヤ
ル
ト
の

U
V

ヤ
ル
ト
は
条
約
締
結
権
を
モ
シ
デ
ス
キ
ユ

の
所
謂
制
限
君
主
制
の
権
力

解
釈
を
制
充
し
権
定
し
た
が

ジ
ヤ
ル
ト
の
条
約
締
結
権
そ
の
も
の
の
規
定
を
変
更
す
る
ま
で
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
変
.
史

す
る
傾
向
が
事
実
上
あ
ら
わ
れ
る
に
は
至
っ
た
が
、
憲
法
慣
行
と
し
て
確
立
す
る
ま
で
に
至
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
結
局
、
条
約
締
結
に

対
す
る
民
主
的
統
制
は
、
議
院
自
体
の
制
限
さ
れ
た
民
主
的
基
盤
と
、
条
約
締
結
権
に
関
す
る
制
限
君
主
制
の
枠
を
う
ち
こ
わ
さ
ん
と
し

て
、
結
吋
不
徹
底
に
し
か
自
己
を
は
徹
し
な
か
っ
た
議
院
制
的
慣
行
の
未
熟
さ
に
(
純
国
内
法
の
領
域
で
は
確
立
し
た
と
い
え
る
の
に
)

よ
っ
て

二
重
に
限
定
さ
れ
て
い
た

と。

(1) 

戸
田
口
問

ME--[
一O
]

第

三

節

一
入
五
二
年
(
第
二
帝
制
)
憲
法
と
条
約
締
結
権

2
-
一
九
]
ー
ー
そ
の
権
力
集
中
制

こ
の
憲
法
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
制
を
復
活
せ
し
め
た
が
、
国
民
投
尽
に
よ
っ
て
成
立
し
、
皇
帝
の
権
威
も
国
民
投
票
に
よ
る
支
持
に
直
接

依
拠
し
(
五
条
)
、

n
R宮
広
性
自
民
は
普
通
選
挙
に
ょ
っ
℃
選
ば
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
民
主
制
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
お
v



し
か
し
そ
の
国
民
投
渠
の
発
議
権
は
専
ら
皇
帝
が
所
有
し
て
お
り
、
皇
帝
の
個
人
的
政
府
に
政
治
的
権
力
を
集
中
し
て
い
る
と
い
う
怠
味

で
《
民
主
的
V
l
ず

l
主
義
》
百
合
理
由
回
B
由
怠
5
2
5巴
宮
申
)
と
呼
ば
れ
る
Q

二
一
才
以
上
の
男
子
で
六
箇
月
以
上
定
住
し
て
お
れ
ば
よ
く
、
そ
の
他
の
制
限
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、

志
法
二
五
条
の
宣
す
る
普
通
選
挙
へ
の
復
帰
と
い
え
る
。
こ
の
選
挙
人
団
は
、
皇
帝
の
呼
び
か
け
に
応
じ
又
憲
法
の
岡
松
本
的
変
更
の
場
合

選
挙
人
団
は
、

一
八
四
八
年

に
国
民
投
票
を
行
う
と
と
も
に
、
の
。
弓
乙
小
松
田
正
法
の
代
表
を
選
挙
す
る
。
後
者
の
為
に
単
記
投
票
制
(
出
口
ロ
巴
ロ
ロ

Egg-E-)
が
採
用

そ
れ
は
事
実
上
行
政
の
直
接
的
干
渉
を
許
容
し
、
輿
論
の
形
式
を
妨
げ
た
と
さ
れ
る
。

さ
れ
た
が
、

(2) 

ω
憲
法
一
条
は
一
七
八
九
年
の
革
命
の
大
原
則
を
承
認
し
、
確
認
し
、
保
障
し
て
い
る
。
ま
た
一
一
一
一
一
条
は
憲
法
の
根
本
的
な
変
更
は
普
通
選
挙
に
問
わ
る

ベ
き
乙
と
を
規
定
す
る
。
(
し
か
し
現
実
に
は
新
聞
の
自
由
も
、
集
会
の
自
由
も
な
か
っ
た
J

E

訟。
?
M
V
E
a
F
匂
・
広
三

F
m
w
F
3芯

5
・
冨

ES---

円

v
u
-
N
H白
I
N
H
a
・

凶
ぐ
白
色
白
r
。。
s
a
-
-
M
】・悶
E

山
市
芯
目
。
グ
句
尽
白
日
?
"
旬
開
y
H
∞切
J
H
∞4
・
歴
史
家
H
V
O
E
V
世
田
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
一
一
世
の
君
臨
を
、
《
そ
の
支
持
を
大
衆
の
同
意
に

も
と
め
る
啓
蒙
絶
対
主
義
の
一
方
法
》
と
み
て
い
る
。
白
山
骨

-gs・喝
-
H
∞由・

同
一
八
五
O
年
=
一
月
一
二
一
日
の
法
律
は
、
一
八
四
八
年
憲
法
の
普
通
選
挙
権
の
有
効
な
行
使
を
妨
げ
る
た
め
に
、
一
二
年
以
上
の
定
住
を
要
求
し
た
(
ご
条
)
。

乙
の
為
に
約
一
二
O
O
万
の
主
と
し
て
労
働
者
が
選
挙
権
を
事
実
上
奪
わ
れ
た
。
急
進
主
義
を
恐
れ
た
穏
和
な
共
和
主
義
者
の
工
作
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
O
H
V円
b
S
F
同

V司
A
山
口
問
団

-wMM
・]F4mw
・

凶
】
V同
b
H
g
-
M
V
芯ロ町田・・同】
-
H
∞4
l
H
∞∞・

フランス憲法史における条約と国内法

皇
帝
に
は
強
大
な
権
力
が
集
中
さ
れ
る
。
彼
は
軍
事
・
宣
戦
・
講
和
・
条
約
締
結
権
を
独
占
し
(
六
条
〉
、
通
常
の
法
律
の
発
案
権
は
彼
の

み
が
有
し
(
八
条
)
、
国
家
に
重
大
な
利
害
あ
る
法
律
お
よ
び
憲
法
改
正
に
つ
い
て
の
発
案
権
は
元
老
院

(ω
宮
山
片
)
と
共
有
(
一
ニ
0
・
一
一
一
一
条
)

-45ー

す
る
が

一
切
の
法
律
お
よ
び
元
老
院
令
は
彼
が
裁
可
し
公
布
す
る
こ

O
条
三
大
臣
は
皇
帝
に
完
全
に
従
属
し
、
彼
に
対
し
て
個
人
的



説

出に
席責
権 11:
もを
認負
めい

ら λ
れー
'ι ー

ふき
内
円円

を
1~ 
仁fモ
}ょん

し
な
い

ま
た
大
国
は
わ
。
弓
∞

-bm目
白
色
白
門
戸
内
の
構
成
員
た
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
ず
(
四
四
条
U

、

- 46ー

論

立
法
諸
会
議
は
、
皇
帝
と
選
挙
人
団
の
間
に
あ
っ
て
、

そ
の
役
割
は
縮
減
さ
れ
て
い
る
。
。
。
口
由
。
ロ
向
田
え
の
構
成
員
は
皇
帝
が
任
命

一
切
の
法
律
案
お
よ
び
予
雰
案
の
最
終
案
を
作
成
し
、
大
臣
お
よ
び
。
。
召
回
目
小
松
田
-
え
は
の
聞
に
立
ち
、
両
者
の
接
触
を
切
断
し
、

ま
た
の
。
弓
三
小
包
回
目
白
庄
の
修
正
権
を
統
制
す
る
。
唯
一
の
民
選
議
会
た
る
の
。
弓
田

]omEω
仲
間
は
、
法
律
案
を
論
議
し
議
決
す
る
が
、
修

し正
権
は
行
使
困
難
で
あ
h

ヴ
、
承
認
の
役
剖
に
限
局
さ
れ
る
。
ま
た
内
部
の
自
律
権
を
有
せ
ず
、
皇
帝
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
議
長
お
よ
び
副

議
長
は
監
視
の
役
割
を
果
す
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
皇
帝
に
よ
っ
て
自
由
に
者
集
・
延
期
・
停
会
お
よ
び
解
散
さ
れ
う
る
。
元
老
院
は
山
民
族
、

枢
機
卿
等
お
よ
び
皇
帝
に
よ
り
終
身
議
員
と
し
て
任
命
さ
れ
る
者
に
よ
り
構
成
せ
ら
れ
、
国
家
に
重
大
な
利
害
あ
る
法
律
を
発
案
し
、
・
五

老
院
令
に
よ
り
、
違
憲
法
令
を
審
査
し
、
憲
法
を
補
充
す
る
権
能
を
有
す
る
(
ご
六
・
ご
七
条
)
。

以
上
に
よ
り
、
憲
法
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
《
民
主
的

V
I
ず

l
主
義
》
が
、

い
か
に
皇
帝
の
個
人
的
政
府
に
権
力
を
集
中
し
、
立
法
府

そ
の
統
制
力
を
引
奪
し
た
か
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。
実
際
に
お
い
て
も
、
皇
帝
の
み
が
唯
一
の
本
目
的
な
政
治

機
関
た
る
、
権
威
主
義
的
帝
国
で
あ
っ
た
。

の
権
力
を
分
割
・
弱
化
し
、

一
八
六

O
年
一
一
月
二
四
日
の
デ
ク
レ
が
、
立
法
両
院
に
上
奏
を
認
め
、

νャ
ル
ト
の
下
に
お
け
る
が
如
く
政
府
の
政
策
の
批
判
を
認

め
、
又
無
任
所
大
臣
を
置
い
て
、
政
府
お
よ
び
。
。
門
官
応
酬
町
一
曲
目
白
片
山
内
の
関
係
を
確
保
せ
し
め
て
か
ら
、
皇
帝
の
発
議
に
よ
る
円
山
主
義
的

改
革
が
相
継
い
で
行
な
わ
れ
る
に
至
る
。

一
八
六
一
年
二
月
二
日
の
元
老
院
令
に
よ
り
、
諸
議
会
の
議
事
が
有
効
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
同
一
二
月
ゴ
二
日
に
は
予
算
は
節

(moa-oロ
由
)
毎
に
投
禁
さ
れ
る
事
と
な
る
。

上
奏
に
替
る
u

一
八
六
六
年
よ
り
は
修
正
権
が

一
八
六
七
年
よ

り
は
代
表
質
問
が
、

一
八
六
九
年
九
月
八
日
の
元
老
院
令
は
、
。
。
与
即
日
小
松
丸
山
件
以
に
法
律
の
発
案
権
を
与
え
、
白
律
権
を



認
め
、

そ
の
構
成
員
と
大
臣
と
の
兼
任
を
認
め
、
大
臣
に
出
席
権
、
発
言
権
を
認
め
る
重
要
な
改
革
を
行
な
っ
た
。
か
く
し
て
一
八
冗
二

一
八
六
九
年
に
至
つ
て
の
号
官
]
北
区
民
肢
は
そ
の
政
治
的

重
要
性
を
殆
ん
ど
と
り
戻
し
、
元
老
院
は
立
法
第
二
院
と
な
り
う
る
諸
特
権
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

年
志
法
に
お
い
て
注
意
深
く
排
除
せ
ら
れ
た
議
院
制
的
諸
規
則
が
復
活
し
、

一
八
六

O
年
以
来
の
自
由
主
義
的
改
革
を
法
的
に
完
結
し
、
国
民
投
票
に
よ
り
承
認
せ
ら

元
老
院
は
完
全
に
立
法
第
二
院
と
な
問
、
内
閣
が
構
成
せ
ら
れ
ハ
一
九
条
〉
、
議
院
制
的
政
体
を
再
び
確
立
し
た
と
さ

一
八
七

O
年
四
月
二

O
日
の
元
老
院
令
は

れ
る
の
で
あ
る
。

れ
る
。
皇
帝
の
個
人
的
政
体
と
議
院
政
的
君
主
制
が
両
立
し
う
る
か
、
そ
の
解
答
は
一
同
年
七
月
一
九
日
の
プ
ロ

V
ヤ
と
の
開
戦
に
よ
っ
て
、

永
遠
に
中
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

(2) 

同
一
八
五
一
年
一
一
一
月
の
国
民
投
票
案
第
二
項
で
は
《
大
臣
は
執
行
権
に
の
み
依
拠
す
る
》
と
し
て
い
る
。
乙
れ
は
立
法
府
か
ら
の
統
制
を
排
除
す
る
所

謂
大
統
領
制
の
趣
旨
で
あ
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

刷
同

V
Z
o
y
p
r
F
3・H
g
l
H
忠・

し
か
し
、
そ
の
役
割
が
削
減
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
普
還
に
も
と
づ
く
。
。
兵
嵐
広
岡
山
己
主
は
の
政
治
団
体
を
お
い
た
乙
と
は
、
乙
の
レ
ジ
ー
ム
が

矛
盾
と
衝
突
の
原
則
を
合
ん
で
い
た
ζ

と
を
示
す
。
そ
れ
が
進
化
し
、
国
の
元
首
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
あ
た
っ
て
、
制
度
の
死
を
惹
起
す
る
に
い
た
る
。

口同・ロ品回目胆ロ晶司

g-
同町田件。一円
0
・・件-悶
u

同}・品∞由・

的
《
要
す
る
に
皇
帝
の
個
人
的
権
力
の
対
抗
物
は
何
も
な
か
っ
た
e

大
臣
は
諸
議
会
と
の
関
係
を
断
た
れ
、
彼
の
決
定
の
執
行
者
に
す
ぎ
な
い
。
。
。
弓
田

】
恥
伺
町
田
-
恒
け
は
の
役
割
は
控
え
目
で
あ
る
。
彼
は
一
年
に
三
、
四
筒
同
月
し
か
閲
か
れ
な
い
。
彼
は
政
策
に
対
し
何
等
の
統
制
も
行
使
し
な
い
。
立
法
的
討
論

は
少
数
で
あ
り
、
短
い
。
な
お
、
官
製
候
補
者
は
そ
の
馴
致
性
を
保
障
し
て
い
る
》
同
』
色

2
1
P
2・
0
ヲ

n
F
同Y
日

M
F
唯
一
の
民
選
議
会
た
る
の

2
冨

窓
包
色
白
骨
は
も
、
政
治
的
議
会
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
一
般
評
議
会

(
g
E色
目
的
合
恥

E
目
)
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
匂
芯
ゲ
グ
句
芯
白
目
的
・
・
匂
・

5
h・

倒
一
八
六
七
年
三
月
一
四
日
の
元
老
院
令
は
、
元
老
院
は
憲
法
違
反
等
の
法
律
の
公
布
に
反
対
す
る
(
憲
法
ご
六
条
)
に
先
立
っ
て
、
理
由
を
ふ
し
て

。
。
吋
宮
原
関
山
田
-
与
は
の
再
議
を
も
と
め
う
る
と
レ
た
。

ζ

れ
は
元
老
院
に
の
。
司
宮
原
阿
佐

-a即
時
の
統
制
者
た
る
立
法
権
を
与
え
た
よ
う
に
み
え
る
。
ロ
同
-

U
色
白
白
色
司
巾
少
呂
田
件
。
可
申
-w

酔

-
M
-

潔
y
白
血
叩

i
g
a・

- ;'7ー
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仙
川
《
恐
ら
く
は
ま
だ
完
全
な
議
会
主
義
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
大
匿
の
議
会
責
任
は
法
的
に
欠
け
て
い
た
。
し
か
し
す
べ
て
の
そ
の
礎
石
は
集
め
ら
れ
た
。

新
し
い
組
織
は
一
方
に
お
け
る
早
帝
の
権
威
の
没
落
を
、
他
万
に
お
け
る
国
民
の
意
志
の
向
上
を
と
い
う
、
勢
力
の
新
し
い
状
態
に
対
応
し
て
い
た
。
そ

し
て
国
と
そ
の
主
権
者
を
同
じ
水
準
に
お
き
、
彼
ら
は
、
こ
の
平
等
と
平
衡
の
事
態
に
対
応
す
る
、
協
同
と
統
制
の
状
態
に
復
帰
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
》

U
O己
目
白
島
民
話
相
同
町
田
ぢ
一
昨
0
3
4
F
M
P

旬開
y
由
朗
自
i
由
明

4
・

剛
山
鹿
法
審
査
お
よ
び
制
定
権
限
を
廃
し
、
そ
れ
を
皇
帝
の
発
議
す
る
国
民
投
票
に
ゆ
だ
ね
、
法
律
の
発
案
権
(
租
税
事
項
を
の
ぞ
く
)
を
有
し
、
立
法
権

を
国
王
と
の
。
】
母
国
広
混
乱
与
は
と
共
同
し
て
所
有
す
る
。

叫
し
か
し
な
が
ら
こ
の
改
革
を
全
体
を
通
し
て
み
る
と
き
、
自
由
主
義
の
利
得
は
疑
わ
し
く
、
大
き
な
受
益
者
は
国
民
投
票
に
よ
っ
て
武
装
3
れ
、
国
民

ω新
な
白
紙
委
任
で
固
め
ら
れ
た
皇
帝
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
も
さ
れ
る
。
し
か
じ
彼
は
こ
の
状
態
を
濫
用
は
し
な
か
っ
た
。
ロ
冊
目
】
白
白
色
吋
一
品
回
、
回
目

mgwo--

4

『・凶.同》同
y
白
血
白

l
a
4悶・

-48ー
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[四
O
}
|
|ー
そ
の
条
約
締
結
権

一
八
五
二
年
志
法
六
条
は
《
彼
(
共
和
国
大
統
領
後
に
皇
帝
)
は
陸
海
軍
を
統
帥
し
、
宣
戦
し
、
平
和
・
同
盟
お
よ
び
通
商
条
約
を
締
結
す

る

(
E
X
)》
と
規
定
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
条
約
は
例
示
で
あ
っ
て
、
一
切
の
条
約
に
つ
い
て
、
皇
帝
が
条
約
締
結
権
を
独
占
す
る

事
を
意
味
す
る
。

γ
し
か
し
温
法
一
J

一
九
条
は
、
《
。
。
召
田
区
一
回
宮
正
は
法
律
案
お
よ
び
和
税
を
討
議
し
議
決
す
る
》
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
国
内
法
を
変

更
し
、
租
税
を
創
設
又
は
加
重
す
る
に
主
る
条
約
の
国
内
的
執
行
に
は
、
。
。
弓
回
忌
m広
三
は
の
討
議
と
議
決
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
が
起
り
う
る
。

そ
の
解
釈
を
決
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
《
富
山
法
ム
ハ
条
に
基

一
八
五
二
年
一
二
月
二
五
日
の
元
老
院
令
ゴ
一
条
は
、

づ
い
て
締
結
せ
ら
れ
た
通
商
条
約
は
、

そ
こ
に
規
定
ぜ
ら
れ
る
関
税
必
』
の
変
更
に
つ
い
て
、

法
律
の
効
力
を
有
す
る
》
と
。

し
か
し
一
八

六

O
年
二
月
一
日
に
い
た
り
、

n
g宮
涼
阿
佐

E
尽
の
会
議
の
冒
頭
に
お
い
て
、
皇
帝
が
一
入
六

O
年
一
月
二
三
日
調
印
せ
ら
れ
た
イ
ギ
リ

ス
と
の
通
商
条
約
の
締
結
を
公
表
し
た
際
、

そ
れ
が
条
約
の
執
行
の
承
認
を
求
め
る
為
で
は
な
く
、

そ
の
実
行
の
促
進
(
片
山
の
巳
同
ゆ
さ
を
怠



図
し
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
寧
ろ
の

RH嵐
広
包
己
主
は
の
承
認
に
服
せ
し
め
る
べ
き
だ
と
す
る
意
見
の
あ
っ

同
こ
と
は
ハ
採
択
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
が
)
、
。
。
弓
三
段
目
白
】
由
民
の
地
位
の
向
上
、
同
年
二
月
二
四
日
の
上
奏
を
認
め
る
デ
ク
レ
と
に

ら
み
合
せ
て
、
注
目
す
べ
き
傾
向
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は

一
八
六
九
年
九
月
八
日
の
元
老
院
令
一

O
条
で
、
《
将
来
国
際
条
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
関
税
ま
た
は
郵
便
の
税

率
の
変
更
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
で
な
け
れ
ば
義
務
的
と
は
な
ら
な
い
》
と
明
示
し
、

確
定
せ
ら
れ
る
に
至
る
。

一
八
七

O
年
五
月

日
の
憲
法
一
四
条
お
よ
び
一
入
条
は
こ
の
原
則
を
そ
の
ま
ま
明
定
し
て
い
る
。

国
内
立
法
を
変
更
す
る
に
至
る
条
約
は
、
慣
行
上
立
法
府
の
干
渉
な
く
し
て
執
行
さ
れ
え
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
八
六
五
年
前
後

そ
れ
が
の
。
品
目
広
問
一
色
え
は
の
承
認
に
服
せ
し
め
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
。

レ
よ
れ
ノ
、

(2) 

ω
邑
ロ
g
p
o匂・白山骨・回以
-
E品・

仰
旬
。
g
u
可
由
同
ゐ
己
申
立
芯
♂
目
白
4
日間口同

-E-ovoロ
の
意
見
。
富
。
回
目

g
E
昌
弘

sam--g
室
町
口
増
田
v
・
g
-
s
a
H∞
8
・匂
-
m
N
0
・
a?
出向日目
yop
。匂・白山了

同
】
同

V

・H
A
F
m
i
H
A
F
4
・

ゆ
ロ
自
由
】
自
身

g
(回目白骨

az--け
-
M
-

匂
・
包
臼
)
が
、
《
そ
れ
に
:
大
臣
の
出
席
お
よ
び
日
程
の
制
裁
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
真
の
代
表
質
問
巻
構
成
し
た
》

と
云
っ
て
い
る
の
は
こ
の
時
期
の
模
様
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
皇
帝
の
イ
タ
リ
ヤ
政
策
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
不
満
を
う
み
、
一
八
六
O
年
一
月
一
二
O
日
の

条
約
が
工
業
家
を
皇
帝
か
ら
離
反
せ
し
め
た
と
い
う
。
そ
れ
は
自
由
主
義
的
帝
国
の
端
緒
を
一
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
え
-
M
V
H
b
E
F
句芯口町田
-
-
H
Y
H
U
A
F

帥
嵐
山
口
g
p
。司・ロ
Z
・匂
-
E臼
・
著
作
権
条
約
に
つ
い
て
、

g
E・問者
-
R∞・由仲間・

間
一
八
六
五
年
二
一
月
一
一
一
二
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・
イ
タ
リ
ヤ
・
ス
イ
ス
問
、
貨
幣
条
約
は
批
准
さ
れ
る
前
に
、
一
八
六
六
年
七
月
一
阿

i
二
七

日
法
案
が
提
出
さ
れ
る
。
一
八
六
四
年
六
月
三
O
日
パ
リ
で
締
結
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
・
ス
イ
ス
隠
の
隣
国
関
係
お
よ
び
、
境
界
森
将
の
監
視
に
関
す
お
条

約
は
、
条
約
中
に
刑
法
の
変
更
を
も
た
ら
す
場
合
執
行
に
必
要
な
措
置
を
約
し
、
一
八
六
六
年
六
月
ご
七
日
法
が
議
決
さ
れ
た
。

-49ー
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領
土
の
分
離
・
合
併
を
含
む
条
約
に
つ
い
て
、
慣
行
上
立
法
府
の
干
沙
は
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
ら
る
。

し
か
し
、

一
八
六

0
・年



説

六
月
a

二
日
の
元
老
院
令
の
報
告
に
お
い
て
ト
ロ
プ
ロ
ン
(
吋

5
匂
一
。
ロ
ぬ
)
が
、
領
土
の
編
入
は
フ
ラ
ン
ス
領
土
お
よ
び
合
体
さ
れ
る
領
土

の
志
法
を
変
更
す
る
か
ら
、
憲
法
的
行
為
(
元
老
院
の
権
限
)
だ
、
と
云
っ
て
居
る
。
ま
た
、

一
入
七

O
年
志
法
の
起
草
に
あ
た
り
、
委

- 50ー

論

員
長
ド
グ
ィ
ア
ジ
ヌ
(
同
)oiσ
ロ
ロ
立
が
、

ソ
ラ
シ
ス
憲
法
お
よ
び
法
律
に
よ
れ
ば
、
領
土
の
分
離
は
議
院
の
許
可
な
く
し
て
皇
帝
の
み
に

よ
っ
て
は
行
な
わ
れ
え
な
い
と
去
っ
て
い
る
の
は
、
議
院
制
的
進
化
と
の
関
述
を
思
わ
し
め
る
。

附
一
八
五
九
年
オ
ス
タ
リ
ー
が
グ
イ
ラ
フ
ラ
ン
カ
平
和
条
約
に
よ
り
彼
に
ゆ
ず
っ
た
ロ
ン
パ
ル
ジ
ヤ
を
サ
ル
ジ
ニ
ア
に
割
譲
し
た
。

富
山
口
同
回
。
ロ
は
こ
の
様
な
異
状
な
行
為
が
、
皇
帝
の
手
に
よ
り
完
結
し
う
る
と
す
る
の
は
合
理
的
で
な
い
と
主
張
す
る
。
嵐
山
口
F
o
p
o
}
y
a
F
冨
y

同白
4
l
H
∞∞・

伺
ト
『
。
ロ
自
民
。
自
白
山
曲
目
島
g
N
O

胆
耳
目
日
同
∞
4
0
・喝・
4

2
・
0
日
け
・
嵐
山
口
げ
o
p
。司

-nz・匂
-
H
m∞・

[
四
ご
|
|
条
約
締
結
権
に
つ
い
て
の
意
義
の
総
括

と
れ
を
要
す
る
に
、

一
八
五
三
年
憲
法
が
議
院
制
的
慣
行
、
即
ち
政
府
に
対
す
る
立
法
府
(
円
。
吋
沼
田
広
向
日
弘
氏
民
)
の
干
渉
を
一
般
に
注
怠

深
く
排
除
し
た
事
は
、
条
約
締
結
に
つ
い
て
同
年
一
二
月
二
五
日
の
元
老
院
令
が
、
関
税
率
を
変
更
す
る
条
約
の
国
内
的
執
行
に
、
立
法

府
の
一
干
渉
を
要
し
な
い
と
明
示
し
た
こ
と
に
最
も
典
型
的
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
Q

国
内
法
律
を
変
更
す
る
条
約
に
つ
い
て
も
、
歎
-
a

小
的

一
入
六

O
午
に
至
る
迄
の
権
威
主
義
的
帝
国
の
時
代
に
は
、
皇
帝
が
条
約
の
締
結
と
執

行
に
つ
い
て
、
名
実
と
も
に
全
能
一
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
一
八
六

O
年
以
降
、
議
院
制
的
慣
行
の
復
活
と
共
に
、
徐
々
に
同
内

に
同
様
に
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

立
法
お
よ
び
租
税
の
変
更
を
も
た
ら
す
条
約
に
つ
い
て
も
立
法
府
の
干
渉
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
上
述
し
た
ご
と
く
、
一
八
六
九
年
九
月
の

元
老
院
令
以
降
は
「
関
税
ま
た
は
郵
便
の
税
率
の
変
更
が
義
務
的
と
な
る
の
は
法
律
に
基
づ
い
て
の
み
」
な
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
規
定
は
甚
だ
暖
昧
で
あ
る
が
、

立
法
府
の
干
渉
が
要
求
さ
れ
る
の
は
こ
の
種
の
条
約
の
国
内
的
執
行
に
つ
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
そ

の
締
結
の
有
効
性
自
体
に
関
す
る
も
の
ヂ
は
な
か
っ
た
と
解
す
ベ
、
合
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
締
結
さ
れ
た
こ
の
穫
の
二
つ
の
協
約
の
う
ち



で

一
つ
は
協
約
と
同
一
内
容
を
規
定
し
た
法
律
案
が
二
院
を
通
過
し
た
後
に
、
他
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
批
准
の
交
換
が
な
さ
れ
て
い

る
。
第
二
帝
制
の
終
馬
に
至
る
迄
に
締
結
せ
ら
れ
た
他
の
種
類
の
条
約
、
例
え
ば
国
家
財
政
に
負
担
を
課
し
、

の
条
約
に
つ
い
て
は
、
立
法
府
の
承
認
は
求
め
ら
れ
な
か
っ
か
可

ま
た
領
土
を
割
譲
す
る
等

条
約
締
結
に
対
す
る
議
院
制
的
統
制
は
、

そ
の
性
質
に
お
い
て
国
内
的
執
行
に
の
み
関
係
し
、

ま
た
そ
れ
に
服
す
る
条
約
の
槌
類
に
お

い
て
と
り
わ
け
狭
く
限
定
せ
ら
れ
て
い
た
。

(2) 

-ω
活
動
的
・
精
刀
的
な
対
外
政
策
は
、
強
力
に
し
て
権
威
主
義
的
な
政
体
を
前
提
と
す
る
。
同
様
に
権
威
主
義
的
政
体
は
活
動
的
・
好
戦
的
・
征
服
的
対

外
政
策
に
傾
く
。
第
二
帝
政
は
皇
帝
の
個
人
的
な
征
服
的
対
外
政
策
に
終
始
し
た
。
《
第
二
帝
制
の
対
外
政
策
は
興
奮
せ
し
め
ら
れ
、
不
手
際
で
相
矛
盾

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
切
の
同
意
さ
れ
た
犠
牲
と
、
敢
で
し
た
一
切
の
危
険
に
も
拘
ら
ず
、
対
外
政
策
を
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
り
破
滅
的
と

な
る
前
に
お
い
で
さ
え
、
は
な
は

r実
り
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
制
度
と
政
治
組
織
と
、
そ
れ
が
彼
に
お
い
て
要
約
さ
れ
て
い
る
人
の
性
格
と
が
同
様

に
そ
の
本
質
的
な
原
因
で
あ
っ
た

d
u
g
-田
口
骨

g-
回目田

G
可申・・け
-
N
-
旬開
y
四
回

41mg-

倒

閣

B
ロ
冊
。
ロ
己
貸
に
よ
れ
ば
、
議
院
の
同
意
が
あ
る
ま
で
は
調
印
は
条
件
的
玄
関
ロ

$
5
6
gロ
虫
色
。
出
血
ロ
。
)
で
あ
る
。
従
っ
て
議
院
の
意
が
効
力
発

生
要
件
だ
と
彼
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
議
院
制
的
な
考
え
に
疹
透
き
れ
す
ぎ
た
解
釈
で
あ
り
、
法
文
は
そ
の
よ
う
な
意
義
を
与

え
て
い
な
い
と
解
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る

oa・冨
-
ロ

σ
o
p
o匂・自由け・目
V
H
Y
H
a
o
I
H
E
-
H
B
i
H
E・

同
ス
ペ
イ
ン
と
の
協
約
、
一
八
七

O
年
七
月
ご
八
日
|
八
月
六
日
の
法
律
の
後
、
七
月
ご
九
日
批
准
交
換
が
な
さ
れ
た
。
嵐
広

g
p
o
u
-
n
F
匂
-
H
E・

凶
イ
ギ
リ
ス
と
の
協
約
、
一
八
七

O
年
六
月
ご
四
日

l
七
月
四
日
の
法
律
、
六
月
一
六
日
に
批
准
は
交
換
さ
れ
て
い
る
。
冨
芯
『
。
P
。
匂
・
ロ

F
匂
-
H
E
-

旧
区
山
口

g
p
o匂・ロ
F
句・岡田町

lg4・

フランス憲法史における条約と園内法
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説

第

四

節

一
九
四

O
年
七
月
一

O
日
以
降
の
ヴ
ィ

νイ

(
5
S
S
体
制
に

お
け
る
条
約
締
結
権

- 52ー

論

[
四
=
]
|
|
権
力
集
中
制

一
九
四

O
年
五
月
の
ド
イ
ツ
山
阜
の
攻
撃
に
よ
っ
て
軍
事
的
な
崩
壊
を
喫
し
た
ポ
ー
ル
・
レ
イ
ノ

l
(句
釦
己
一
問
。
吉
区
ロ
島
内
閣
は
辞
職

L
、

ペ
タ

γ
(司内山
Z
E
)
元
師
が
組
閣
し
て
、

休
戦
条
約
を
結
ん
だ
。

一
九
四

O
年
七
月
一

O
日
の
憲
法
法
律

(-agg吾
E
5
5
σ
ロ
巾
)
に
よ
っ
て
ぺ
タ
シ
元
師
の
政
府
は
、
国
民
議
会
よ
り
憲
法
律

(
ω
2
2

8
5辛
口
巴
。
ロ
号
室
の
制
定
を
授
権
せ
ら
れ
、
こ
こ
に
第
一
二
共
和
制
は
法
律
的
に
終
鴬
し
、
所
謂
ヴ
ィ

νィ
体
制
が
成
立
し
た
。
こ
の
制

度
は
自
由
主
義
・
民
主
主
義
に
敵
対
す
る
《
国
民
革
命
》
(
芯

40-E芯
D
E位
。
包
ぬ
)
の
政
体
と
い
わ
れ
、
議
院
制
を
排
斥
し
、
国
の
元
首
に

諸
権
力
を
集
中
し
た
二

O
世
紀
の
権
威
主
義
的
国
家
で
あ
る
。

一
九
四

O
年
七
月
一
一
日
の
憲
法
律
第
二
号
一
条
は
《
ブ
ラ
シ
ス
同
元
首

は
統
治
の
権
力
を
完
全
に
有
す
る
(
印

E
立
小
巳
E
合
同
凶
ロ

H
5
5
6町

m
O
E
4
0
3
0
8
8
Z
H
)》
と
宣
言
し
て
い
る
が
、
彼
は
立
法
権
を
行
使

し
(
一
条
二
項
)
、
法
律
を
公
布
し
、
そ
の
執
行
を
確
保
す
る
(
一
二
項
)
。
か
く
し
て
国
の
元
首
す
な
わ
ち
ペ
タ
ン
元
帥
の
個
人
的
政
府
の
み
が

国
の
唯
一
の
機
関
で
あ
り
、
諸
大
凶
お
よ
び
国
務
長
官
は
彼
の
政
策
の
執
行
の
使
用
人
に
す
ぎ
ず
、
諸
会
議
(
の
8
8ロ
含

E
E
m可
2
・

。
。
ロ
田
市
出
向
田
mH
グ
の

8
8
-
-
E同rus--AUOB志
宮
内
同
な
ZEU)
は
彼
の
諮
問
機
関
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

理
論
お
よ
び
国
家
構
造
に
お
い
て
は
し
か
く
《
強
力
な
制
度
で
は
あ
っ
た
が
、
事
実
に
お
い
て
は
、
よ
り
弱
い
如
何
な
る
ブ
ラ
シ
ス
の

A
U
3
J
V
 

制
度
も
他
に
は
な
か
っ
た
》
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
ド
イ
ツ
平
に
占
領
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
は
、
総
て
の
行
為
は
占
領
当
局
の
許
可
な
く

し
て
は
執
行
さ
れ
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

)
 
I
 
(
 

一
八
七
五
年
憲
法
は
一
つ
の
常
命
K
よ
っ
て
路
止
せ
ら
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
解
放
後
の
一
九
四
五
年
一

O
月
一
一
一
日
の
レ
フ
ェ
ン
グ
ム
は
一
八



七
五
年
憲
法
を
再
び
効
力
あ
ら
し
め
る
事
を
担
否
し
た
。
政
治
論
と
し
て
は
、
グ
イ
シ
イ
体
制
の
有
効
性
の
否
定
を
主
張
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
法
律
論

と
し
て
は
、
少
く
と
も
《
事
実
上
の
政
府
》
と
し
て
の
法
律
的
効
力
を
否
定
す
る
乙
と
は
で
き
伝
い

oa・〈
ao--。
。
ロ
司
国
・
・
黒
γ

出回∞
l
目∞
0
・

間

関

2
F
B
a
a
p
寓。

E
S
F
切

S
5
5・
F
8
2
5
F
E目
。
自
由
け
戸
出
血
市
立
巳
o
S
F戸市回目。一回目

5
5
5
G
S
F
F
3
5
0向
島

4
5町田
H
4
g
・

同由明日・同
}
-
a
u
-
-
M
V
同
位
。
グ
句
司
b
a
m
-
-
H
V
・回目
H

・
と
れ
に
正
面
か
ら
対
立
す
る
《
自
由
フ
ラ
ン
ス
》
、
後
に
代
国
民
解
放
フ
ラ
ン
ス
委
員
会
》
と
な
っ
た
政
体

が
あ
る
。
後
者
は
自
由
な
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
的
権
威
を
維
持
し
た
《
部
分
的
事
実
上
の
政
府
》
で
あ
る
。

同
】
V

芯
-
。
け
】
V
『

b
O
E
-
-
問者・日
4
H
l
M
4
一
悶
・
《
先
決
問
題
と
し
て
、
真
に
政
治
的
な
権
威
と
し
て
の
〈
フ
ラ
ン
ス
国
〉
が
在
在
し
た
か
の
問
題
乙
そ
提
起
さ
る
べ

き
だ
ろ
う
》
。

[
四
三
]
|
|
条
約
締
結
権
の
規
定
と
実
際

一
九
四

O
年
七
月
一
一
日
憲
法
律
第
二
号
一
条
七
項
は
、
《
彼
(
同
の
元
首
)
は
条
約
を
商
議
し
批
准
す
る
》
と
規
定
し
た
。

い
う
ま

(2) 

で
も
な
く
条
約
締
結
権
は
彼
の
専
権
に
属
す
る
。

フランス憲法史における条約と国内法

こ
の
政
府
の
国
際
的
活
動
は
占
領
軍
当
局
に
対
す
る
従
属
性
と
、
次
第
に
縮
少
さ
れ
た
外
交
的
自
由
と
の

故
に
、
弱
い
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
四
箇
年
聞
に
政
府
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
重
要
な
条
約
は
、
わ
ず
か
に
二
笛
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
間
に
締
結
さ
れ
た
二
国
間
条
約
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
種
々
の
経
済
的
協
約
お
よ
び
被
占
領
西

欧
諸
町
と
の
支
払
制
度
に
つ
い
て
の
諸
協
約
を
除
い
て
は
、
二
協
定
三
協
約
を
数
え
う
る
の
み
で
あ
が
r
ま
た
多
数
国
間
条
約
と
し
て
官

報
に
公
布
さ
れ
た
の
は
つ
一
箇
に
と
ど
ま
る
。

し
か
し
実
際
に
お
い
て
は

川
の
町
田
己
目
国
別
。

g
E
E
《
F
由
広
間
百
四
回

O
Eぬ
戸
島
自
白
。
ロ
ロ
】
ロ
回
目
。
ロ
品
。
回
常
国
一
広
田
品
目
吋

E
ロ
ロ
巾
》
・
品
目
白
田

F
目付巾ロ

E
S
S
E
-
g
官
z
a
-
u
g
E

向田

H
1
0
Z
H
出M
Z
F
n
H

回一『垣内同由白巾ロ

-dHO
ロ
ロ
合
同
島
由

C
0
0
2
叫巾田

m
n
a
H
冊
、
け

M
W
M
V
F
H
1
U
-
F
F
司mwF
円白血

mA山
口
由
同
国
-
-
品
。
晶
司
。
日
件
。
什
島
ぬ
い
ロ
ユ
担
旬
。
ロ
島
町
ロ
ロ
0
・

H

出町
0

・同}・朗自由・

ω
一
九
四
一
年
五
月
九
日
東
京
で
調
印
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
・
タ
イ
平
和
条
約
お
よ
び
、
フ
ラ
ン
ス
日
本
間
取
極
0
5
5・
HM
・
mg-

- 58ー
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同
ベ
ル
ギ
ー
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
・
ノ
l

ル
ウ
z
l
-
オ
ラ
ン
ダ
。

川
町
一
九
四
O
年
八
月
一
一
一
一
一
日
お
よ
び
一

O
月
一
一
一
ニ
日
の
ト
ル
コ
と
ス
イ
ス
と
の
支
払
条
約
。
一
九
四
一
年
二
月
ご
八
日
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
の
支
払
協

約
。
一
九
四
ご
年
一

O
月
七
円
調
印
の
ル
!
?
ニ
ヤ
と
の
二
つ
の
財
政
協
定
。
巳
?
の
・
問
。
g
a
s
p
o唱
-
n
F
匂・町ミ・

同
一
九
一
一
二
一
年
一
一
一
月
九
日
の
す
ド
リ
i
ド
で
調
印
さ
れ
た
電
気
通
信
国
際
協
定
、
一
九
三
八
年
四
月
四
日
お
よ
び
八
日
カ
イ
ロ
で
行
わ
れ
た
電
信
・
電

話
・
ラ
ジ
オ
通
信
の
種
々
の
規
盤
。
一
九
四
=
一
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
の
デ
ク
レ
で
公
布
。
巳
グ
芯
山
p
-
v
-
m
s・

- 54一

論

グ
イ

νィ
政
府
に
よ
っ
て
調
印
さ
れ
た
多
く
の
条
約
は
全
く
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
正
規
の
発
表
守
口

σロ
g巴
O
ロ
)
な
し
に
適
用
せ
ら
れ

た
υ

こ
の
政
府
が
官
報
に
挿
入
を
ゆ
る
し
た
の
は
、

む
し
ろ
偶
然
的
に
で
あ
っ
た
。
こ
の
す
べ
て
の
テ
ク
エ
ッ
ク
は
敵
と
の
協
力
の
政
策

の
一
部
を
な
す
も
の
だ
っ
た
が
、
当
時
の
為
政
者
に
と
っ
て
は
《
隠
蔽
ま
た
は
沈
黙
を
も
っ
て
迎
合
的
に
見
逃
す
こ
と
が
肝
要
》
だ
っ

に
と
さ
れ
る
。

凶
際
的
な
面
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヴ
ィ

νィ
政
府
が
一
九
四
一
年
四
月
一
九
日
に
な
し
た
国
際
述
盟
脱
退
の
予
告

6
広告，
U
)

の
効
力
の
問
題
で
あ
る
が
、
一
九
凶
一
二
年
四
月
一
八
日
ド
ゴ
オ
ル
(
号

CE--o)
お
よ
び
ジ
ロ
オ
(
の
庁

g
e
将
軍
に
よ
っ
て
述
盟
統
制
委

員
会
議
長
に
提
出
さ
れ
た
白
由
一
ノ
ラ
シ
ス
の
名
に
お
け
る
電
報
は
、

そ
の
予
告
が
《
外
国
の
圧
力
の
下
に
な
さ
れ
た
》
も
の
で
あ
る
か
ら

-
無
効
だ
と
し
て
い
る
。
実
際
グ
ィ

νィ
政
府
の
述
盟
脱
退
の
予
告
は
何
ら
の
効
力
を
も
発
生
し
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
述
班
の
構
成
員

一
九
四
六
年
四
月
八
日
か
ら
一
入
日
に
か
け
て
の
述
盟
の
最
終
会
議
に
出
席
し
た
。

と
し
て
印
阿
り
、

(7) (6) 

。
・
切
。
ロ
回
目
冊
目
口
、
。
匂
・
ロ
宮
・
旬
開
}
-
m
A
W
4
1
朗自∞・

ロ}同島・同}・町田由・

一回四
]
|
l
意
義
の
総
括



ペ
タ
シ
元
師
の
条
約
締
結
お
よ
び
執
行
を
妨
げ
る
も
の
は
志
法
律
事

n
g
g
g
t
z巳
。
ロ
ロ
巴
上
、
絶
対
的
に
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
点
で

先
行
し
た
諸
権
威
主
義
的
制
度
が
多
か
れ
少
な
か
れ
宿
し
た
立
法
府
の
統
制
が
そ
も
そ
も
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、

グ
ィ

νィ
体

制
の
元
首
は
最
も
徹
底
し
た
専
権
的
条
約
締
結
権
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
の
権
力
を
制
約
し
た
も
の
は
、

こ
の
憲
法
律
白

体
の
ド
イ
ツ
占
領
軍
当
局
へ
の
従
属
性
で
あ
り
、
自
由
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
る
、

そ
の
権
威
の
否
定
で
あ
る
。
全
能
の
権
力
者
は
、

そ
れ

を
授
権
し
た
一
忠
法
律
の
権
威
を
従
属
せ
し
め
、
或
は
そ
れ
を
否
定
す
る
志
法
律
外
の
力
の
故
に
、

み
す
ぼ
ら
し
い
権
力
の
み
を
行
使
し

た。

(2) フランス憲法史における条約と国内法
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